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佐 倉 市 

この手引きは、自治会等役員の抱える問

題を行政と連携するうえで参考となる

ものです。 
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（Ｑ）自治会の役割について説明してください。    

（Ａ）自治会は、同じ地域に住む人々が力を合わせて、地域を住みよいまち

にするための活動を行う任意の団体です。個人では対応できない地域の課

題に取り組む組織であり、また、さまざまな活動を通して地域の連帯感を

深めたり、生活環境を整えたりするほか、市との連絡調整役も担っていま

す。 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

                        電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７ 

 

 

（Ｑ）自治会と行政はどのような関係にあるのですか？    

（Ａ）自治会は自主的に組織された自治組織であって、 行政の下部組織で

はありません。自治会は、市にとって市民協働の重要なパートナーであり、

お互いを尊重し自立した関係を築くことで、地域の実情に即し、協力して

各種の活動を推進することができると考えています。 

 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

                        電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７ 

 

 

（Ｑ）自治会に入るメリットは何ですか。 

（Ａ）自治会等に入ることで、次のようなメリットが考えられます。 

・地域の中に顔見知りができ、言葉をかけ合える関係が生まれる。 

・災害時など、いざという時に声をかけ合い、助け合える関係が生まれる。 

・地域の中で生きがいや楽しみを見つけることができる。 

・会員が増え、活動が活発になることで、より地域の課題が解決しやすくなる。 

・回覧板等により地域の情報（近所の道路工事の予定や防災・防犯に関する情報）を得

ることができる。 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

                        電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７ 
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(Ｑ)自治会から市に提出する資料について教えてください。 

（Ａ）自治会から提出いただく主な資料及びその締切は、以下のとおりです。 

◆3月 31日締切 

・地区代表者届及び個人情報の利用等に係る同意書 

・令和 8年度 地区代表者説明会の参加申込書 

・令和 8年度 日赤協賛委員選任届 

・防犯指導員推薦書   

・個人情報の利用等に係る同意書（防犯指導員） 

◆5月 29日締切 

・自治会等業務委託契約書 

◆9月 30日締切 

・自治会等自治振興交付金 申請書 

 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

                        電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７ 

 

(Ｑ) 自治会の情報に変更があった場合、どうすればよいですか。 

（Ａ）自治人権推進課にご連絡ください。 

① 自治会長の変更があった場合 

  「地区代表者届及び個人情報の利用等に係る同意書」をご提出ください。 

※上記用紙は、佐倉市 HPまたは自治人権推進課窓口に用意してあります。 

② 世帯数及び回覧数に増減があった場合 

自治人権推進課へ電話、ＦＡＸ、メールにてご連絡をお願いします。 

 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

                        電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７ 

                 メールアドレス jichijinken@city.sakura.lg.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jichijinken@city.sakura.lg.jp
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(Ｑ) 回覧文書の発送日はいつですか。 

（Ａ）回覧のための行政文書の配布は、各課の文書を自治人権推進課でとりまと

め、原則として毎月第１月曜日（祝日の場合は翌営業日。但し、１月・４月を

除く）に自治会へ発送いたします。住民の方々に回覧をお願いします。 

2026年度（令和 8 年度）回覧文書発送日 

5月 7日・6月 1日・7月 6日・8月 3日・9月 7日・10月 5日・11月 2日 

12月 7日・2027(令和 9)年 1月 5日・2月 1日・3月 1日 
※4月の文書発送はありません。 

※1月の文書発送は第 1火曜日となります。 

※この他に至急のお知らせ等が届くことがあります。 

 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７  

 

(Ｑ) 地区代表者（自治会長）名簿を利用したいのですが。 

（Ａ）地区代表者名簿は、代表者の職務目的と「佐倉市個人情報の保護に関する

法律施行条例」との調整を図りながら、以下のとおり利用を限定しています。 

 

【地区代表者名簿の利用項目】 

・定期回覧等の行政連絡業務に関する利用及び地区代表者名簿への掲載。 

・佐倉市及び佐倉市社会福祉協議会が実施する業務に利用するため、関係各課等担当部

署等から利用目的を明示し、求めがあった場合。 

・当該自治会等の区域内での開発行為や建築物等の建築及びそれに付随して発生する事

項について、当該所属地区への周知・調整等のために事業者から求めがあった場合。 

・当該自治会等の区域内に新たに入居した方及び転入予定の方から求めがあった場合。

また、それらの方に自治会への加入案内をするため、事業者から求めがあった場合。 

・国・県等他の公共機関から利用目的を明示し、求めがあった場合。 

・公益的な目的のために、国会議員、千葉県議会議員、佐倉市議会議員等から求めがあ

った場合。 

・地区集会所の利用等、自治会等に対して用務がある場合であって市長が認めるもの。 

・その他公益上の目的で使用する場合。 

※市外部の事業者等に対しては、利用目的・事業者名・担当者名・連絡先を聴取の上、職員立会

いのもと、必要箇所のみの閲覧を認めています。 

※上記以外の項目について問合せがあった場合には、電話等にて提供してよいか、その都度確認

させていただきます。 

※上記項目以外、特に営利の物販、勧誘等の目的のために、業者等へ情報を提供することは致し

ません。  
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問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７ 

 

（Ｑ）「自治会等業務委託契約」とはどのようなものですか。 

（Ａ）市と自治会等との間では、回覧など以下の業務に係る委託契約を結ん

でいます。この契約が「自治会等業務委託契約」です。 

 

【委託契約に基づく業務】 

１．行政連絡文書や資料の配付、回覧及び掲示並びに掲示板の管理に関すること 

２．各種委員、調査員等の推薦に関すること（防犯指導員、民生委員・児童委員等） 

３．地区の総意としての要望事項の取りまとめに関すること 

４．佐倉市及び関係行政機関からの依頼事項に関すること（国、県、警察、学校等） 

５．その他市長が必要と認める事項（赤十字活動資金募集、愛の募金） 

※社会福祉協議会が行う業務（会費募集・共同募金）は委託業務に含まれません。 

 

市では、上の委託契約に基づく業務を行っていただくため、以下の基準により委託料

をお支払いいたします。 

 

■委託料の基準 

会員世帯数 

（年度当初） 
基本額 

会員世帯数 

（年度当初） 
基本額 

20 以下 30,000 円   501～1000 90,000 円   

21～ 50 35,000 円   1001～1500 120,000 円   

51～100 40,000 円   1501～2000 150,000 円   

101～200 45,000 円   2001～2500 180,000 円   

201～300 50,000 円   2501 以上 210,000 円   

301～500 60,000 円    

 

※委託料は、委託契約に基づく業務を自治会に実施していただくことに対してお支払い

するものです。その使い道は、それぞれの自治会の中でお決めください。 

 

※毎年４月下旬にこの契約に係る資料をお送りし、契約締結及び委託料請求に係る作業

を依頼しています。ご協力をお願いいたします。 

 
問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７  
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（Ｑ）「自治会等自治振興交付金」とはどのようなものですか。 

（Ａ）「自治会等自治振興交付金」は、自治会等が自主的に行う以下の取組

に対して、市が支援する制度です。９月末までに申請してください。 

 

【自治会等自治振興交付金の対象となる取組】 

１．スポーツ又はレクリエーション事業 

２．文化又は教育活動に関する事業 

３．交通安全、防犯、環境その他生活の安全の確保及び維持に関する事業 

４．社会福祉や健康の増進に関する事業 

５．その他市長が適当と認める事業 

 

●交付金の算定基準は「①事業費の合算額」と「②自治会等加入世帯数（※）×400円」

を比較して、少ない方の金額です。 

（※）「自治会等加入世帯数」の基準日は４月１日です。申請後、年度途中に世帯数の増減があった場

合でも、交付金額に変更はありません。 

●交付金は、自治会が直接行う事業や、他の団体と連携して行う事業が対象となります。

自治会が事業に関与せず、補助金として他の団体に支出する場合は、ご利用いただく

ことはできません。 

 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７  

 

（Ｑ）複数の自治会が連合組織を結成した場合、助成制度はありますか。 

（Ａ）複数の自治会が、自治会同士の情報交換や連絡調整を行ったり、地域

の共通問題や、一つの自治会の範囲を超えた課題に取り組んだりするため、

連合組織（小学校区程度以上を区域とするもの）を結成した場合、その活

動費の一部を助成します。（「自治会・町内会等連合協議会交付金」）。 

 

【交付金の算定基準】20,000円＋構成する自治会 1団体当たり 2,000円 

 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７  
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（Ｑ）地区集会所を整備するための補助制度はありますか？ 

（Ａ）自治会等が、その活動拠点である集会所を整備する場合、経費の一部

について補助を行っています（「佐倉市地区集会所整備事業補助金」）。 

補助を希望される場合は、事前に要望書の提出が必要です。 

  

・新設・改設・増設工事、賃料補助を希望する場合……まずはご相談ください。 

・修繕・外構工事を希望する場合……工事を予定する前年度の８月末まで。 

（見積書を添付） 

※近年の厳しい財政状況により、ご要望どおりに補助ができない場合や、補助限度額が

減額となったり、制度が廃止となったりする場合があります。ご了承ください。 

 

・補助率及び補助限度額                (令和８年４月１日現在) 

内   容 整 備 費 等 総 額 補 助 限 度 額 補助率 

新設  １，０００万円 １／２ 

改設・増設 
補助対象経費が４０万円

以上の工事 
８００万円 １／２ 

修繕・外構工事 
補助対象経費が２０万円

以上の工事 
１００万円 １／２ 

用地賃借料  ２５万円 １／２ 

建物賃借料  ２０万円 １／２ 

 

★集会所の整備・改修等に係る計画を立てる際は、次のことにご注意ください 

 ・要望書の提出は、地域での打ち合わせを十分にしたうえで行ってください。 

 ・机やイス等の備品(動産)は、補助の対象にはなりません。 

 ・いずれの事業も、市の交付決定を受けてから着手してください。事業着手・完了後

の補助金申請は受け付けられません。 

 ・建築にあたっては、都市計画法及び建築基準法など関係法令を遵守してください。 

 

※過去、補助金を受けて新設・改設・増設工事、修繕等を実施している場合、経過年数

によっては補助の対象とならない場合があります。 

 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７  
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（Ｑ）自治会掲示板について教えてください。（交換、修繕等） 

（Ａ）市では、自治会内でのお知らせや、行政から依頼するポスター掲示等

を行うための自治会掲示板を配布（貸与）しています。 

【配布基準】 

・原則として１自治会当たり２基（自治会の区域が広く、210世帯を超える場合は３基） 

【注意事項】 

・掲示板の板面やアクリル扉などの修繕が必要な場合、また新設・建替をご希望の場

合は、市（自治人権推進課）までご相談ください。 

・市が行うのは、掲示板の「配布（貸与）」と「修繕」、引き抜かれた掲示板の「廃棄

作業」のみです。掲示板の建替に係る既存掲示板の引き抜き（基礎部材の撤去およ

び廃棄を含む）や、新たな掲示板の設置作業、既存の掲示板の移動、及び日常の管

理は各自治会でお願いいたします。 

 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ   ４８４－１６７７ 

 

 

 

（Ｑ）回覧用のバインダー（回覧板）が古くなってしまったのですが、交換

してもらえますか？ 

（Ａ）回覧物を挟むためのバインダー（回覧板）は、自治会の回覧数を限度

として、配布しています。要望書は不要です。 

 

※回覧板は横クリップタイプと上クリップタイプがあります。 

※回覧板の残部数の関係で、配布をお待ちいただく場合があります。ご了承ください。 

 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７  

          

 

 

 

 

 

 

横クリップ 上クリップ 
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（Ｑ）自治会の活動のための貸出物品があるとのことですが、どのようなも

のが借りられますか？ 

（Ａ）自治会で行うお祭り、運動会、レクリエーションなどのコミュニティ

行事に使用できる物品の貸出を行っています。現在、貸出を行っているも

のは以下のとおりです。  

 

品  物 数  量 備  考 

長胴太鼓  
大１張  長胴太鼓(口径 480)・台・ばち 

小１張 長胴太鼓(口径 420)・台・ばち 

イベントテント 
大２張 テント（6坪）・三方幕・ウエイト 

小２張 テント（3坪）・三方幕・ウエイト 

子どもみこし 
大２基  H1150×台幅 390・休み台 1組 H705・担棒長 2700×6本 

小１基 H 805×台幅 450・休み台 1組 H510・担棒長 2700×2本 

鉄板焼き機 ２セット 
外寸：W1210×D560×H800 

鉄板ｻｲｽﾞ：W1206×D556 厚さ 9㎜ LPガス対応 

マイクセット １セット アンプ・マイク 2本 

折りたたみテーブル* ２０脚 W1800×D450×H700 ※貸出は５脚単位 

折りたたみ椅子* ４０脚 W487×D470×H746 ※貸出は１０脚単位 

プロジェクター １台 

プロジェクター本体・リモコン 

電源コード（約 1.8ｍ）・ＨＤＭＩケーブル（約 3ｍ） 

※スクリーンなし 

貸出を受けることができる団体 

① 自治会、子ども会その他の団体で、市内に活動の拠点を有するもの。 

② その他市長が必要と認める団体 

※民間の保育園や福祉法人、イベント業者等への貸し出しは行っておりません。 

貸出申請 １か月前まで。貸出申請書をご提出ください。 

貸出期間 １回につき、原則として５日以内 

貸出までの流れ 

 
＊折りたたみテーブル・折りたたみ椅子の貸出・返却日・時間については、事前に 

ご相談願います。 

 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７  
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（Ｑ）自治会活動のための物品購入（修繕）に係る資金の助成はありますか？ 

 

（Ａ）コミュニティ活動に必要な備品の整備等に対する助成制度として、一

般財団法人自治総合センターが実施している「コミュニティ助成事業」が

あります。 

例年、夏頃に募集案内があります。当事業は、自治会で使用する備品の

購入（祭事用品は修繕も可）が助成対象となりますので、ご希望される自

治会は、次の書類を揃えて、購入等を予定する前年度の６月末までに自治

人権推進課へご提出ください。 

 
① 申出書 （ひな形あり） ② 事業の概要がわかる資料（ひな形あり） 

③ 事業の詳細がわかる資料  

（備品の場合）具体的な商品のカタログ写真（購入備品全て）のカラーコピー等 

（祭事用品の場合）修繕についての企画書や説明資料（Ａ４用紙１枚程度）等 

④ 事業の見積書の写し（宛名は自治会の名称で業者に依頼） 

⑤ 自治会の規約  ⑥ 自治会の最新年度の事業計画書・収支予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～コミュニティ助成事業の申請にあたって～ 

○年度によっては募集が無い場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

○当事業は、自治会で使用している備品（建築物や消耗品は除く）が対象となりますが、 

例年の状況をみると地域性や伝統性のあるものが採択されることが多いようです。 

【過去の採択例】太鼓の購入、山車の修繕、獅子頭の修繕 等 

 

○助成予定団体数：１団体 ○助成額：100万円～250万円まで 

※購入額等の額が 100万円未満の場合は申請できません。また、 

助成金は 10 万円単位のため 10 万円未満の端数は自治会負担と

なります。 

○当事業にて購入・修繕した備品については右図のステッカー 

（４色カラー）を貼ることとなっていますのでご留意ください。 

 

〇修繕の場合は、工期が８ヶ月以内（7 月～翌年 2 月が目安）のものに限ります。 

                          《次ページへ続く》 

コミュニティ助成事業とは・・・ 

自治総合センターが宝くじの社会貢献広報事業として実施している事業の一部

で、自治会のコミュニティ活動に必要な設備等の購入や修繕等の助成を行うことで

地域社会の発展と住民福祉の向上を図るものです。 

詳しくは自治総合センターのＨＰ（下記）をご覧ください。  

https://www.jichi-sogo.jp/         ＱＲコードはこちら⇒ 

                    

https://www.jichi-sogo.jp/
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○申請後に自治総合センターにて選考審査があります。申請が必ず採択されるものでは

ありません。また、採択された場合でも、助成金の交付は令和９年度になります。 

○申請者が複数の場合には抽選となります。抽選の場合には申請団体へ後日連絡します。 

○過去５年以内に当事業を利用された自治会は申請できません。 

 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７ 

  

（Ｑ）「市民公益活動補償制度」という制度があるそうですが、どのような

活動が該当しますか。 

 

（Ａ）「市民公益活動補償制度」は、公益活動を行う団体等が公益活動中の

不慮の事故を原因として損害賠償を負ったときや活動者自らが負傷ある

いは死亡したときに市が補償をするもので、自治会が実施する清掃・防

犯・防災・福祉活動等の公益活動中に起きた事故が対象となります。（た

だし、自治会が行う行事であっても、単なる親睦事業については対象にな

らない等、細かい判断が必要になる場合もあります。） 

事故が発生したときは、速やかに自治人権推進課へ連絡し相談してくだ

さい。補償対象となる可能性が高い場合は、事故報告書や事故当日の参加

者名簿、自治会の規約等、必要な書類を提出頂くこととなります。（自治

会については、事前の団体登録手続きは不要です。） 
 

●補償内容 

（１）賠償責任補償 

市民公益活動中に、活動団体等の過失により、他人の生命、身体、財物

に損害を与え、活動団体等が被害者から賠償を求められ、法律上の損害賠

償責任を負うことになった場合に、免責額（１事故につき１万円）を超え

る額の部分を補填します。 

 

種別 限度額等（免責額：１万円） 

身体賠償 １人  6,000万円、１事故 ２億円 

対物賠償 １事故  100万円 

保管物賠償 １事故  100万円 

 

                      《次ページへ続く》 



- 11 - 

 

（２）傷害補償 

市民公益活動中に発生した事故で、市民公益活動中（無報酬で行うもの）

の活動者等が死亡又は負傷した場合に補償します。 

 （令和８年度の金額） 

 

【補償対象にならない主な事故】 

・市民公益活動と認められない活動中の事故 

・活動者等の故意による事故 

・活動者等の自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故 

・活動者等の疾病（熱中症、食中毒除く）、心神喪失による事故 

・活動者等の他覚症状のない頚部症候群又は腰痛 

・戦争、変乱、暴動による事故 

・地震、噴火、津波による事故 

・活動者等の無資格運転や酒酔い運転による事故 

・その他、市が保険会社と契約した保険約款によるもの 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ   ４８４－１６７７ 

 

 

 

種別 限度額等 

死亡補償金 １人100万円 

事故発生の日から１８０日以内にそ

の事故による傷害が原因で死亡した

場合に限る 

後遺障害補償金 １人100万円 

事故発生の日から１８０日以内にそ

の事故による傷害が原因で後遺障害

が生じた場合に限る 

入院補償金 １日1,500円 
事故発生の日から１８０日までの入

院に限る 

通院補償金 １日1,000円 

事故発生の日から１８０日までの通

院に対し通院日数９０日までの通院

日数に限る 

近年、市民公益活動中の事故が多発しています。 

活動中の安全管理・事故防止にご配慮ください。 

事故が発生する危険性が高い活動を実施される際は、

別途保険に加入することもご検討ください。 
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地域活動中の事故にご注意ください！ 

  

  市内で、自治会活動・ボランティア活動中に、活動者がケガをしたり、付近の車に

損害を与える事故が発生しています（令和７年度：傷害５件・損害賠償０件）。 

  これまでに実際に起こった事故事例の一部をご紹介いたしますので、地域活動の参

考にしていただき、引き続き安全な活動へのご協力をお願いいたします。 

 

１．傷害補償の事故事例（活動者のケガに対する補償） 

（１）イベント等の準備・片付け中の事故 

  ○イベント準備中、物品を運んでいる際に、段差で転倒した。 

  ○安全確認のため、コースの下見中に濡れた落ち葉で足を滑らせ転倒した。 

  ○会場撤収時に、可動式の机の天板をたたむ際に、指を挟んだ。 

（２）見守り活動・パトロール活動中の事故 

  ○防犯パトロール中、道路わきの段差で足をとられ転倒した。 

  ○子ども見守り活動中、路上でつまずき転倒した。 

（３）木の伐採・草刈り活動中の事故 

  ○木の枝を伐採中、木が倒れてきて梯子から落下した。 

  ○伐採した木につまずき、転倒した。 

  ○チェーンソーが木にはじかれたはずみで腕を切った。 

  ○チェーンソー使用中、手袋とともに手がチェーンソーとカバーの隙間に挟まれた。 

  ○他の参加者が付近で使用していた刈払い機に接触した。 

  ○草刈り活動中に参加者が熱中症になった。 

 

２．賠償責任補償の事故事例（活動中に他人の身体・財産に損害を与えた際の補償） 

（１）木の伐採・草刈り活動中の事故 

  ○草刈り機の使用中に小石を飛ばし付近に停まっていた車両を傷つけた。 

  ○枝の伐採中に、枝が落下し通行車両に当たった。 

（２）その他の活動中の事故 

  ○作業中に、他人から借りた物品を紛失してしまった。 

 

＊＊＊事故を起こさないために＊＊＊ 

下記のような工夫を行い、事故を未然に防ぎましょう。  

 ・休憩時間を確保し無理のない計画とする(特に夏季は熱中症にご注意ください)。 

 ・指導者及び参加者の健康状態に配慮する。 

 ・活動場所に危険がないか確認を行う。（ハチの巣、段差など周辺状況の確認） 

 ・作業前に、作業中に予想される危険について話し合いを行う。 
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（Ａ）自治会の総会または役員会で、市のコミュニティセンターの使用を希

望される場合は、事前にご相談が必要です。使用を希望する施設に直接ご

相談ください。なお、施設の状況によりご希望に添えない場合があります

のでご注意ください。 

 

・自治会での使用は、原則として総会、役員会のみで、自治会館を持たない自治会や、

参加人数が多く自治会館に収容できない場合に限ります。 

・使用料は、自治会が開催する総会または役員会で使用する場合は、減免(無料)となり

ますが、その他の活動での使用は有料となり、受付も一般利用と同様となります。 

・コミュニティセンターの利用時間は、午前９時から午後９時までとなっております。 

・休所日は、第２・４月曜日及び年末年始（１２月２８日から１月４日）です。 

 

《コミュニティセンター一覧》 

志津コミュニティセンター 井野７９４－１ ℡４８７－６７８１ 

西志津ふれあいセンター※ 西志津４－１－２ ℡４８８－０９０４ 

和田ふるさと館 八木８５０－１ ℡４９８－４０００ 

ミレニアムセンター佐倉 宮前３－４－１ ℡４８３－３０８１ 

千代田・染井野ふれあいセンター 染井野３－３－７ ℡４６４－００７２ 

※志津コミュニティセンターは指定管理者（山万総合サービス株式会社）により、西志津ふれあ

いセンター及び千代田・染井野ふれあいセンターは、指定管理者（テルウェル東日本株式会社）

により管理運営されています。なお、利用方法、利用料金（使用料）及び減免の取り扱いは、

他のコミュニティセンターと同様です。 

 

〔お願い〕 

  コミュニティセンターは、市民の様々な活動に利用される施設です。自治会館等を

お持ちの場合は、なるべく自治会館をご使用いただきますようお願いいたします。 

              

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７  

 

 

 

（Ｑ）自治会の総会または役員会等で、コミュニティセンターを利用したい

のですが。 
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（Ｑ）自治会の未加入世帯の加入を促進したいのですが。 

最近、自治会に加入しない未加入世帯や脱会が増えて困っています。また、新たに  

区域内へ引っ越して来た世帯でも、加入していただけない場合があります。自治会への

加入を促進する方法はありますか。また、市はどのような支援を行っていますか。 

 

（Ａ）自治会未加入世帯等への対応に関しては、多くの団体でご苦労されていることと

存じます。 

市では、現在、開発事業者等から宅地やマンションなどの開発行為に係る事前協

議の手続きが提出された際、50世帯以上の場合は自治会を組織するよう、50世帯未

満の場合は当該区域の自治会へ加入するよう、当該開発事業者等に指導しています。

また、転入者や転居者に対し、自治会へ加入いただけるよう加入案内チラシの配布

を行う他、ホームページ等でもご案内しております。 

皆様には、自治会が地域の支え合いにより果たしている役割の重要性や、活動の

楽しさを未加入の方にご理解いただけるよう、お子様のいる世帯も参加しやすい行

事を実施したり、広報紙を発行したりすることも方法の一つだと思います。 

 

■自治会への加入案内チラシについて 

●加入案内チラシは佐倉市ホームページで配布しています。 

日本語のほか、英語、中国語、スペイン語のチラシがあります。 

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jichijinkensuishinka/180/3596.html 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QR 

コード 
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（Ａ）多くの自治会が、役員のなり手不足に悩まされています。役員になるのが嫌で、

役員の順番が自分に回ってくるタイミングで自治会を退会される…というケースも

少なくないようです。 

役員のなり手不足は、会員が高齢化する一方、役員のやる仕事が多く、負担が重

いことなどが、その原因の１つとして挙げられます。 

役員の負担を軽減したり、役員をやりたくない人に「引き受けてもよい」と思っ

ていただくのは大変難しいことですが、改善に向けた取組として、以下の３点をご

提案します。 

 

①役員の業務マニュアル等の整備 

役員の経験がなければ、「何をすればよいのか」「どのくらい忙しいのか」などがわ

からず、とても不安で、引き受けるのを躊躇してしまう方もいらっしゃるのではない

でしょうか。 

役員の輪番制を採用している自治会が多い中で、誰が役員になって何を担当しても

円滑に自治会を運営することができるように、それぞれの担当業務について、その手

順やスケジュール等を整理した「業務マニュアル」を作成することが重要です。 

これによって負担そのものが軽減されるわけではありませんが、役員の仕事を「見

える化」することで、やるべきことが明確になり、役員になる方の不安を少しでも軽

減することができますし、業務の効率化に向けた改善を検討する際にも役立ちます。 

 

★業務マニュアルの主な内容（例）  

①１年間の業務内容とスケジュール 

・月ごとに業務を整理することで、年間の業務量を把握しやすくなります。また、先々

の業務の準備や日程調整等が行いやすくなり、負担軽減につながります。 

 

②（イベント・業務毎に）手順書、準備する物品、準備段階や当日の状況の記録 

・イベント・業務毎に、その事業実施に係る手順や、準備する物品・購入先等の一覧、

市役所などに手続きが必要な場合は、その窓口一覧、さらに、活動中に気づいたこと、

気になったこと等を整理して記録します（○○が足りなかった、等）。 

 

※準備の過程や当日の様子（会場の設営状況等）をなるべく細かく写真に残しておくと、

経験のない役員でもイメージしやすい資料になります。 

※作成したマニュアルは、紙の資料だけでなく、電子データにも残しておくと、引き継

ぐ際に便利ですし、将来、資料に変更や追加があった際の負担が軽減され、効率化が

図れます。 

※マニュアルは、「読めば誰でもできる」ようにしておくことが理想ですが、メモ等を時

系列にファイルに綴じ込んでいくだけでも、後任者にとっては非常に役立ちます。 

（Ｑ）自治会役員のなり手不足には、どのような対策がありますか。 
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②行事ごとにボランティアを募集 

役員経験がない方だけでなく、かつて役員を経験された方であっても、役員の仕事

量は以前と変わらない（増えている場合もある）一方で、年を重ねた分、よりいっそ

う負担が重く感じられる…ということも考えられます。 

そのような中、役員だけが業務を担うのではなく、お手伝いしてくれるボランティ

アを行事ごとに募るのはいかがでしょうか。その際、お手伝いしてくれた方に謝礼を

出すことなども、効果を高める１つの手法です。 

 

③役員手当の導入 

市内の自治会は、役員の仕事が無償で行われているところが多いようで、「私たちの

自治会には役員手当がないが、制度を設けてもよいのか。」という質問をいただくこと

がよくあります。 

市としては、役員手当が役員を引き受けるモチベーションに繋がるのであれば、役

員手当について検討するのも選択肢の１つだと考えています。 

現状で役員手当の制度がない自治会では、「今までの人が貰ってないのに…」と考え

られてしまうかもしれませんが、自分たちだけでなく、これから役員になる方のため

にも、今後の自治会の持続性を確保するための方策として、１度検討されてみてはい

かがでしょうか。（もちろん、総会等で会員の皆様の理解を得ることが前提であり、規

約に規定を設けるなど、透明性を確保することも重要です。） 

 

 

 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ  ４８４－１６７７ 
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（Ｑ）自治会から市への要望はどのように行えばよいのですか？ 

（Ａ）要望書に必要事項を記載の上、以下のとおりご提出ください。 

要望書の

様式 

以下のいずれかをご利用ください。 

〇 市ウェブサイトからダウンロードする。 

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/hishoka/98/4702.html 

〇 市民の声窓口、各出張所又は弥富派出所にて受け取る。 

〇 記載例（次頁）の書式に準じたものを使う。 

提出方法 以下のいずれかにより、上記要望書をご提出ください。 

【持参】 秘書課市民の声窓口 佐倉市役所 1号館 1階 

（受付時間：平日 午前 8時 30分～午後 5時 15分） 

※原則、自治会長等地区代表者の方がご提出ください。 

地区代表者の了承を得た上で、代理の方でも結構です。 

【郵送】 〒285-8501佐倉市海隣寺町 97 

 佐倉市役所 秘書課市民の声班 

【ＦＡＸ】 043-484-5151 

【メール】 hisyo@city.sakura.lg.jp 

※要望書を受付後、以下のとおり受理控えをお渡しします。 

  ・市民の声窓口で提出した場合…その場で 

  ・郵送、メール、ＦＡＸで提出した場合…地区代表者宛に郵送します。 

※内容確認のため、連絡をする場合があります。 

 

◎交通規制（信号機・横断歩道・速度制限・大型車両通行禁止等）については千葉県

公安委員会が所管しておりますので、窓口である佐倉警察署交通課規制係（代表電話：

０４３－４８４－０１１０）へ直接ご要望ください。 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 秘書課 市民の声班 

電話（直通）４８４－６１０２ 

ＦＡＸ ４８６－２５０９ 

 

                

QR 

コード 
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要       望       書 

 

                             令和  年  月  日 

 

自 治 会 

区町内会名  ○○町自治会            

    代表者名   佐倉 太郎             

    住  所   佐倉市○○町△△          

    電話番号   １２３－４５６７          

 

１．件  名  カーブミラーの設置について 

２．要望内容 

 

 

  ○○町××番地先のＴ字路の見通しが悪いので、 

カーブミラーの設置を要望します。 

 

３．要望地区略図 

 

 

 

     ● ←カーブミラー設置要望箇所 

（市役所使用欄） 

受付番号 受付印 

担 当 課 

□受付前 担当課書面確認ある場合 

確認者名（         ） 

（あて先）佐 倉 市 長         

（秘書課市民の声班扱い） 

 

自治会等の総意としての要望事項を 

ご記入ください。 

必要に応じて、 

要望箇所がわかる位置図をご記入ください。 

 略図等の添付でも結構です。 

（記載例） 

自治会長等地区代表

者の氏名、住所等をご

記入ください。 

佐倉市役所 1 号館 1 階 

秘書課 市民の声班 

（電話：043-484-6102） 
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（Ｑ）要望書でなくとも、電話連絡で足りる場合はありますか？ 

（Ａ）以下の場合は、書面ではなく、担当課に直接電話等でご連絡ください。 

緊急対応が必要な 

道路陥没・破損 

 

緊急対応が必要な 

道路側溝の損傷 

   

 

 

 

 

 

道路維持課 

（ 電話 484-6130 

    484-6152 ） 

※33･34ページ参照 

カーブミラー破損 

        

街灯の球切れ・破損 

         

土のう袋の申請（※） 

（申請書はＨＰ参照） 

街路樹清掃用ごみ袋の申請 

（申請書はＨＰ参照） 

 

 

砕石支給の申請  

（申請書はＨＰ参照） 

      

 

町内一斉清掃のごみ袋支給 

     

不法投棄を見つけたら 

 

 

廃棄物対策課 

（ 電話 484-4202 ） 

※32･35ページ参照 

他にも担当課への電話連絡で対応できる場合があります。担当課にご相談ください。 

※主な相談窓口については、資料編（P６３～）をご覧ください。 

 

（Ｑ）要望書の回答はどのように届きますか？ 

（Ａ）各担当課から自治会長等地区代表者宛に文書等で回答します。 

要望及び回答についてのお問い合わせは、各担当課へお願いします。 

要望内容によっては回答までに 1か月以上のお時間をいただくことがあります。 

 

問い合わせ先 秘書課 市民の声班 

電話（直通）４８４－６１０２ 

ＦＡＸ ４８４－５１５１ 
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（Ｑ）各種募金の協力依頼がありますが、どのように募ったら良いですか？ 

  日本赤十字社の「赤十字活動資金」、社会を明るくする運動の「愛の募金」に 

ついて教えてください。 

（Ａ）「赤十字活動資金」と「愛の募金」へのご協力は、趣旨をご理解いただいた上で、

個人の自由な意思、判断により、ご賛同いただいた方に募金して頂くものです。募金

の目的をご理解いただき、啓発や募金についてご協力お願いいたします。 

 

１ 「赤十字活動資金」の募集について（赤十字運動月間 ５月～６月） 

日本赤十字社は、人のいのちと健康、尊厳を守ることを使命として、国内外で様々な

人道的活動を行っております。 

●日本赤十字社千葉県支部の主な活動 

・ 災害救護活動や救援物資の配布（災害発生時） 

・ 一次救命措置や応急手当、健康増進のための講習の普及推進 

・ 防災や減災活動の普及 

・ 赤十字ボランティアの育成 

・ 義肢製作所の運営       等 

これらの活動に必要な資金は、「赤十字活動資金」により活用されております。 

今年も赤十字の趣旨をご理解のうえご協力をお願いいたします。 

（お問い合わせ）日本赤十字社千葉県支部佐倉市地区（佐倉市福祉部社会福祉課） 

        電話（直通）４８４－６１３５ ＦＡＸ ４８６－２５０３ 

● 赤十字活動資金の納入方法（別途『赤十字活動資金の募集について』もご参照ください。） 

・ ポスター掲示、回覧等を通じて啓発してください。 

・ 領収書と赤十字活動資金を窓口または郵便振替で納入してください。 

※５～６月の赤十字運動月間に関わらずとも、地域の皆様が安心して募金ができるよう、地域の

実施しやすい時期に募金活動をしていただきますようお願いいたします。 

【窓口受付場所・時間】 

① 市役所社会福祉課   月～金曜日（祝日除く） 8:30～17:15 

 ※令和８年８月以降は 9:00～16:30 

② 西部地域福祉センター 火～日曜日（月曜休館日）9:00～17:00 

③ 南部地域福祉センター 火～日曜日（月曜休館日）9:00～17:00 

②・③については、月曜日が祝日の場合、翌日が休館日となります。郵便振替で赤十字活

動資金を納入いただいた場合、後日、あらためて返信用封筒を送付いたしますので、その際に、

自治会から会員あてに発行した領収書の控えをご提出ください。また、未使用の領収書について

もご返却をお願いいたします。 

「赤十字活動資金」へのご協力は、個人の自由な意思､判断に基づくものでございますので、啓

発活動等にご配慮いただきますようお願いいたします。 

 
ハートラちゃん 
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２ 社会を明るくする運動の「愛の募金(旧名称 愛の一円募金)」について 

● 「社会を明るくする運動」とは 

「社会を明るくする運動」は法務省の主唱によって行われており、犯罪や非行の防止

と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、

犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築こうとする活動です。 

これらの活動には、市民の皆様の善意によって集められた「愛の募金」により活用さ

れております。今年も社会を明るくする運動「愛の募金」の趣旨をご理解のうえご協力

をお願いいたします。（「愛の一円募金」は、金融機関での 1円硬貨預け入れ手数料が

募金額を上回る状況を乗り越えるため、募金額を連想する 1円の文字を排し、令和４年

度からは「愛の募金」に名称変更しています。） 

● 「愛の募金」の使い道 

・  強調月間（ 7 月）の啓発活動（各種展示や広報活動）  

・  啓発映画上映会や講演会の実施  

・  更生保護施設への寄付  

・  更生保護や青少年の健全育成等の活動を行っている団体への助成  

・  作文コンテストの実施  

・  ぬりえ事業の実施   等  

● 「愛の募金」の納入方法 

・チラシの回覧等を通じて啓発にご協力ください。 

・募金を窓口で納入します。（窓口は下の記載をご参照ください。「愛の募金」は振

り込みでは納入することができません。ご了承ください。） 

※７月の強調月間に関わらずとも、地域の皆様が安心して募金ができるよう、地域の

実施しやすい時期に募金活動をしていただきますようお願いいたします。 

 

【窓口受付場所・時間】 

① 市役所社会福祉課    月～金曜日（祝日除く）8:30～17:15 

            ※令和８年８月以降は 9:00～16:30 

② 市役所各出張所・派出所 月～金曜日（祝日除く）9:00～16:30 

【金額の確認について】 

・金額を確認できている場合、その場で「領収書」を発行いたします。 

・金額の確認ができない場合、「預り証」を発行し、金額を確認後「領収証」を郵送い

たします。（例：募金を集めた袋を計測せずに、そのままお持ちいただいた場合など 

は、お預かりの上、受付順に計測しますが、大量の硬貨を取り扱うことから時間を

要しております。ついては、お手元に領収証が届くまで２～３カ月かかる場合がご

ざいますので、予めご了承ください。） 

「愛の募金」へのご協力は、個人の自由な意思、判断に基づくものでございますので、啓発活動等

にご配慮頂きますようお願いいたします。自治会毎に募金袋によるご協力をお願いしております。 

お問い合わせ 「社会を明るくする運動」佐倉市推進委員会 

【事務局】佐倉市福祉部社会福祉課 電話４８４－６１３５ ＦＡＸ４８６－２５０３ 
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（Ｑ）自治会にも個人情報保護の義務がありますか？ 

（Ａ）平成 29年 5月 30日以降、自治会等の非営利組織を含むすべての事業

者に個人情報保護法に沿った個人情報の取扱いが求められています。 

詳細は、佐倉市自治人権推進課ホームページに掲載しています。 

(https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jichijinkensuishinka/180/5857.html) 

個人情報保護のポイント 

●利用目的をあらかじめ明確にしておく 

 どのような利用目的で個人情報を収集するのか、どのような個人情報が必要なのかを

具体的に明らかにし、会員に説明できるようにしておきます。また、利用目的に沿った

必要最低限の個人情報を収集するようにします。 

【例】会員名簿を作成する場合の利用目的、収集する個人情報 

利用目的 会員名簿及び区域図の作成・配付、会費の請求・管理、回覧その他文書

の送付、会員の親睦活動、防災・防犯の活動、災害等の緊急時における

支援活動 

収集する 

個人情報 

氏名、住所、電話番号、災害時の支援活動に必要な事項（性別、生年月

日、援護の要否、緊急連絡先等）で会員が同意するもの 

●取得する際は、利用目的を調査票等に記載し本人に伝えるか、または、あらかじめ回

覧等で公表する。 

●利用目的の範囲内で使用する。 

●第三者に提供するときは、あらかじめ本人の同意を得る。 

●盗難、紛失等がないように適切に管理する。 

●不要になった会員名簿は、シュレッダーにかけるなど、他に利用されないように確実

に廃棄する。 

●個人情報の取扱いについて苦情の申出があったときは迅速に対応する。 

●個人情報の開示請求や訂正等の申出に適切に対応する。 

●第三者に提供した情報の記録または第三者から受領した情報の記録を作成しておく。 

 

                 問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

                         電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ ４８４－１６７７ 

 

 

 

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/jichijinkensuishinka/180/5857.html
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（Ｑ）カーブミラーを設置してほしい交差点があります。 

自治会の区域内に、大変見通しの悪い交差点があり、最近も交通事故がありました。

早急にカーブミラーを設置してほしいのですが。 

（Ａ）市道などで、見通しの悪い交差点やカーブ地点に設置しています。 

 カーブミラーの設置対象は、道路の構造上見通しが悪く、かつ屈曲、屈折または交差

する（交差点及びカーブ地点）佐倉市道などとなっています。 

 また、私道への設置については、原則としてそれぞれの所有者（管理者）での対応と

なりますが、通り抜けが可能で、不特定多数の車両が通行する公共性の高い道路につい

ては、この限りではありません。 

 設置を希望される場合は、位置図を添えて要望書を提出してください。 

 なお、現地の状況によっては、カーブミラーが設置出来ない場合もありますが、その

場合は、他の安全対策を検討してまいります。また、カーブミラーが破損している場合

の連絡は、直接電話でご連絡下さい。 

 

 

 

問い合わせ先  道路維持課 事業班 

                              電話（直通）４８４－６１５２ 

ＦＡＸ ４８６－２５０５ 
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（Ｑ）道路里親制度という制度は、どのような制度なのでしょうか？ 

 （Ａ）道路里親制度について、説明します。 

 

   道路里親制度は、平成１６年４月１日よりスタートいたしました。 

   この制度は、新しいボランティア活動のシステムとして、米国のテキサ 

  ス州運輸局がハイウェイの散乱ゴミの防止対策に導入したのが始まりと言 

われています。 

   自分の居住している地域或いは地域を越えて、一定区間の道路、駅前広 

  場などを住民や事業者等からなる自発的なボランティア（里親）によって、 

  散乱するゴミの収集・清掃・草刈り等の美化活動を行っていただくものです。 

 

  ・この制度は、管理区間或いは管理区域の清掃などを月１回実施していた 

だくものです。この制度の対象となる道路は、佐倉市が管理する道路、 

駅前広場などであり、国・県が管理する道路などは対象外となります。 

また、自発的なボランティアということから、補助金はありませんが、 

予算の範囲内において、ごみ袋などの消耗品を支給或いは貸与をいたし 

ます。 

  ・参加を希望する団体（原則として１０人以上）は、道路里親届出書を道 

路維持課に提出して頂きます。 

・次に、参加団体と市との間で、実施する道路の区間や地域或いは参加団 

体との役割分担などの道路里親制度の実施に必要な事項の確認をする 

「合意書」を取り交わします。また、事故等に対応するため、市の負担 

による市民公益活動保険に入ります。 

  ・収集したゴミ等につきましては、道路維持課にご連絡をいただき、その 

都度、回収し処分いたします。 

 

                 問い合わせ先 道路維持課 維持班 

電話（直通）４８４－６１３０ 

ＦＡＸ ４８６－２５０５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///M:/doroiji/kanri/satooya/sato001.pdf
file:///M:/doroiji/kanri/satooya/sato003.pdf
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（Ｑ）所有している山林や由緒のある樹木などを、市民みんなで共有する

ための制度はありますか？ 

（Ａ）市内の貴重な緑（山林や樹木など）を、市民の資産として共有して

いくための二つの制度があります。 

 

○市民緑地制度 

市街地周辺に残る山林や草原などで貴重と認められる緑について、土地所有者

からの申し出に基づき、市との間に市民緑地契約を締結する制度です。 

契約に基づいて、市等が緑地を管理、市民に公開することによって、身近な緑 

   を保存・活用していくことを目的としています。 

 

    契約要件 面積 ３００㎡以上の一団の土地 

         期間 契約期間５年以上 

    所有者の契約上のメリット 

     ・市などが管理を行うことにより、管理の負担が軽減されます。 

     ・無償賃借の場合、固定資産税、都市計画税が非課税となります。 

     ・契約期間が２０年以上の場合、相続税が２割評価減になります。 

     

○名木・古木・樹林・草地等保存選定事業 

    市では、名木・古木・樹木・草地等で保存価値の高いものを選定し、市民に周

知する制度があります。選定後も管理は引き続き所有者（管理者）が行いますが、

市で表示板を設置し、市民に向けて広く公開されます。また、要綱に基づき制度

への協力に対する報償金が交付されます（管理費用等の補助はありません）。 

    

    選定基準 １．特に樹種等がまれなもの 

         ２．樹齢が推定１００年以上のもの 

         ３．樹形が格調高いもの又は保存価値のあるもの 

         ４．樹林等として保存価値のあるもの 

         ５．野草などの群生地で特に保存価値のあるもの   

         ６．その他市長が特に必要と認めるもの 

    報償額 樹木 １本につき３０００円／年 

        樹林・草地等 １㎡あたり３円／年（最低３０００円～最高３万円） 

                   問い合わせ先 公園緑地課 公園活用班 

                          電話(直通)４８４－０９４０ 

ＦＡＸ  ４８５－０１０８ 
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（Ｑ）公園清掃協力団体の制度について説明してください。 

（Ａ）豊かな地域づくりに欠かすことのできない公園等の維持管理を目的と

して、ご協力いただける清掃協力団体に対し、佐倉市役所から清掃用具の貸

与や謝礼金のお支払い等を通じてその活動を支援する制度です。 

１．清掃協力団体の要件 

 （１）市内在住の成人５名以上を含む団体 

   （市内在学・勤務の方、市内に事業所を持つ法人に属する方も登録可能です） 

（２）管理する公園・緑地と代表者が決定していること 

２．お願いする活動内容 

①年３～４回程度の草刈り 

②月１回程度の公園清掃・ゴミ回収 

※委託業者による清掃・草刈は実施しませんが、低木剪定については業者が行います。 

３．公園緑地課が支援できること 

 ①ゴミ袋に分別された刈草やゴミ等の回収 

 ②清掃用具等の貸与や支給 

  ※予算の範囲内となりますが、できるだけご要望にお応えします。 

 ③謝礼金（A+B）のお支払い（活動実績報告の提出が必要となります） 

  A：管理面積 500㎡以上→12,000円、又は管理面積 500㎡以下→6,000円 

  B：管理面積（㎡）×20円 

  ※年度中途でご協力いただいた場合も月割でお支払いします。 

４．事務手続きと活動の流れ 

 ①有志と活動したい公園・緑地を決め、公園緑地課にご連絡ください。  

 ②公園清掃協力団体登録申請書を公園緑地課に提出します。 

 ③市から公園清掃協力団体登録通知書をお送りします。 

 ④清掃用具を貸与・支給いたします。（可能な限りご要望にお応えします） 

 ⑤年間作業計画にそって公園の草刈りや清掃をお願いします。 

 ⑥活動実績の報告 

  公園管理月報と季節ごとの作業状況が分かる写真を提出します。 

⑦更新について（年度ごとに更新手続きが必要です）公園緑地課から必要書類を送付

しますので、必要事項をご記入の上、ご提出をお願いします。（メール・郵送可） 

５．謝礼金のお支払いについて 

 活動実績報告を確認したうえで、年度末に謝礼金をお振込みいたします。 

 

問い合わせ先 公園緑地課 管理班                           

電話(直通)４８４－６１６５ 

ＦＡＸ  ４８５－０１０８ 
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（Ｑ）自治会の夏まつりで公園を使用したいのですが、どのようにしたら

よいでしょうか？  

（Ａ）自治会の行事で公園を使用される際は、事前に所定の申請書をご提

出ください。 

 

公園内で夏祭り等のイベントや防災訓練を行う際は、事前に、所定の申請書（都市

公園内行為許可申請書）をご提出ください。様式は、佐倉市役所公園緑地課のホーム

ページにもあります。 

(https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/koenryokuchika/56/4684.html) 

なお、イベント等において火気を使用される際は、火元責任者を定めてご申請く

ださい。また当日は、消火器や消火バケツ等の用意をお願いします。 

 

（Ｑ）公園の樹木に害虫が発生しているのですが、市で駆除をしてもらえる

のでしょうか？ 

（Ａ）公園の樹木に害虫が発生しているのを発見した時は、ご連絡くださ

い。現地を調査し、害虫の駆除を行います。 

 

害虫の駆除は、原則、枝葉のせん定等の方法で行います。健康や周辺環境に悪影

響を及ぼす可能性がある薬剤（農薬）の散布は、行いません。ただし、ツバキ、サ

ザンカ類にチャドクガ等の毒を持つ虫が発生した場合は、忌避剤の散布を行うこと

があります。 

毒のない虫の発生や、春から夏にかけてのミツバチの分蜂等は、大きな被害が確

認されない限り、そのままにする場合があります。 

ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

                   問い合わせ先 公園緑地課 管理班 

                          電話(直通)４８４－６１６５ 

ＦＡＸ ４８５－０１０８ 
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イベント向けＡＥＤの貸出し 
 

 イベント参加者の安全確保を目的に、自動体外式除細動器 

（ＡＥＤ）の貸出しを行っております。 

 

 

 貸出対象  自治会等市内で活動する団体が市内で開催する 

行事で、市民が参加する場合。 

 

 貸出条件  医師､保健師､看護師又はＡＥＤを使用した救命講習会を 

       修了した者を行事開催中、会場に配置すること。 

       （申請時に資格証の写し添付） 

 

 貸出期間  ７日以内 

 

 受付期間  貸出希望日の２か月前～７日前まで 

 

 貸出費用  無料 

 

 ※体験用トレーニング機の貸し出しも行っています。 

 

 

 

 

               

 

申込み･問い合わせ先 

       危機管理課 消防班 

電話（直通）４８４－６１３２ 

ＦＡＸ ４８６－２５０２ 
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（Ｑ）雨水貯留タンクや浸透ますを設置する際の補助制度はありますか。 

 

（Ａ）市では雨水を貯留、浸透させる施設を設置する場合に補助を行ってい

ます。 

 

住宅の屋根に降った雨水の流出を抑制する雨水貯留施設、または雨水浸透施設を設

置する場合、市が設置費及び購入費の一部を補助しています。補助金の額は、次の表

のとおりです。 

詳細につきましては、治水課にお問い合わせください。 

 ※一定の基準を満たし、購入・設置前に申請することが必要です。 

 

１．雨水貯留施設（貯留タンク）を設置する場合 

限度額：５万円（浄化槽を転用する場合１０万円） 

区分 補助対象 
補助金額 

（１００円未満は切捨て） 

自己による

設置の場合 
・貯留量１００㍑以上 

・敷地内１基のみ 

（連結式は１基とみなす） 

貯留量１㍑当たり１００円×貯留量、または

購入費の１／２のいずれか低い方の金額 

上記以外の

場合 

貯留量１㍑当たり１００円×貯留量、または

設置費の１／２のいずれか低い方の金額 

 

２．雨水浸透施設（浸透ます）を設置する場合 

限度額：１０万円 

区分 補助対象 
補助金額 

（１００円未満は切捨て） 

自己による

設置の場合 ・内径２５㎝以上 

・ます高５０cm以上 

・敷地内４基まで 

１基当たり２，０００円×設置基数、または

購入費のいずれか低い方の金額 

上記以外の

場合 

１基の内径１㎝当たり７００円×内径（㎝）

×設置基数、または設置費のいずれか低い方

の金額 

 

 問い合わせ先  治水課 施設管理班 

                         電話（直通）４８４－４２６１ 

                           ＦＡＸ  ４８６－２５０５ 
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Ｑ）ごみ集積所を設置する場合の手続きについて説明してください。 

新たにごみ集積所を設置したいと考えていますが、どのような手続きが必要でしょ

うか？また、ごみ集積所を変更する場合は、どのような手続きが必要でしょうか？ 

 

（Ａ）ごみ集積所を設置する場合は、利用する地域の皆さんで十分協議して

決めてください。 

 

 ごみ集積所を新設、移転、廃止する場合は、廃棄物対策課へ申請書を提出してくだ

さい。申請書の様式は、廃棄物対策課の窓口に用意してありますが、市のホームペー

ジからもダウンロードできます。ご希望の収集日の一週間前までに提出してください。 

申請は、自治会長または利用者の代表の名前でお願いします。設置場所がごみの収

集作業に支障がないことを確認した後に、ご希望の収集日から収集を開始します。 

  ごみ集積所の維持管理やカラスネットの用意は、利用者の皆様でお願いします。ご

み集積所の設置については、地域の皆様で十分協議して決定してください。申請書に

は、ごみ集積所に関係する「土地所有者承諾又は隣接者同意」、「利用者同意」欄がご

ざいますので、関係者の了解を得てください。 

 

【ごみ集積所の設置場所の条件】 

○収集車両が通り抜けできる道路に接していること 

○収集車両から容易に作業ができる場所であること 

○原則、ごみ集積所を行き止まりの道路に設置する 

ことは出来ません。収集車両が容易に転回できる 

スペースがある場合は事前にご相談ください。 

 

 

              問い合わせ先  廃棄物対策課 リサイクル清掃班 

                      電話（直通）４８４－６１４９ 

ＦＡＸ   ４８６－２５０４ 
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（Ｑ）佐倉市資源回収協力団体について説明してください。 

資源回収の報償金は、どのようなものか説明してください。 

 

（Ａ）佐倉市では、ごみの発生・排出抑制による減量化を推進するためと、

貴重な資源の再利用を促進するために、新規の資源回収協力団体を募集中

です。資源回収協力団体のない地域に、新規協力団体の結成をお願いして

おります。 

 

資源回収の品目は、 

①新聞 ②雑誌 ③ダンボール ④ビン ⑤カン ⑥紙パック ⑦古繊維（衣類） です。 

回収取扱品目は業者によって異なりますので、各業者へご相談ください。業者につい

ては、市のホームページに一覧を掲載しています。 

(https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/haikibutsutaisakuka/gomi_genryo/1835.html) 

 

 

 佐倉市では、資源回収協力団体として登録された団体（町内会、自治会、子ども会な

どの団体）に対して、回収実績に応じて報償金を交付しております。 

 ≪報償金の額≫ 

  新聞・雑誌 

ダンボール 

ビン・カン   １㎏あたり３円 

紙パック 

古繊維（衣類）  

   

                 問い合わせ先  廃棄物対策課 リサイクル清掃班 

                        電話（直通）４８４－６１４９ 

ＦＡＸ   ４８６－２５０４ 

 

 

 

 

 

資源回収活動に対しての報償金制度 
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（Ｑ）ゴミゼロ運動について説明してください。 

また、前回（令和７年度）に参加している場合は、どのようになりますか？ 

 

（Ａ）ゴミゼロ運動とは､ごみの散乱防止と再資源化促進の普及啓発を目

的に､毎年５月３０日（ゴミゼロの日）を中心に散乱した空き缶等の

一斉清掃を実施しているものです。 

 

【ゴミゼロ運動開催日】 

 今年度の開催は、令和８年５月３１日（日）です。 

【新規申込み】 

今年度、新規に参加を希望する団体は、清掃を実施する場所等をご検討のうえ、廃棄

物対策課までご連絡ください。 

【継続申込み】 

前年度参加した団体には、今年度の参加案内を４月中旬頃にお送りする予定ですので、

参加の有無をご回答ください。 

【ゴミ袋の配布】 

５月中旬に指定会場にて配布を予定しています。会場については、参加案内をご覧くだ

さい。 

【令和７年度実績】 

佐倉市実績 ７９団体、７，５２７人参加登録 

２３．２５トン収集（内、ビン・カンなどの資源物、５４ｋｇ） 

 

なお、ゴミゼロ運動とは別に、地区の清掃活動を実施される場合は、ゴミ袋の配布及

び収集を行いますので、担当課へお問い合わせください。 

 

 

 

申込み、問合せ先  廃棄物対策課 クリーン推進班 

          電話（直通）４８４－４２０２ 

ＦＡＸ   ４８６－２５０４ 
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（Ｑ）町内清掃で出たごみやＵ字溝を清掃した際に出る土は、どのよう 

に処分すれば良いのですか？ 

（Ａ）町内清掃のごみは、廃棄物対策課へご連絡ください。 

※町内清掃で出たごみは、ごみ集積所の生活ごみとは別に回収しますので、町内清掃を

実施する一週間前までに廃棄物対策課へご連絡ください。（集積場所の図面もご提出く

ださい。） 

担当課では、町内清掃用の袋（もやせるごみ、カン、ビン、草・枝）を用意してい

ます。袋が必要な場合は、事前に必要な枚数をご連絡いただき、窓口へ集積場所の図

面を提出していただく際などに、袋をお受け取りください。 

町内清掃では、宅内の木枝や生活ごみは出さないでください。また、町内清掃ごみ

は、もやせるごみ、ビン、カン、草・枝に分別してください。袋に入らない枝につい

ては、長さを２ｍ以内にし、ひもで束ねるなど持ち運びが容易なようにしてください。 

清掃活動を行う際には、参加者の皆様に、市の注意事項などを十分ご説明ください。 

※草枝の袋には、他のごみを混ぜないでください。 

※もやせるごみ、ビン、カン、草・枝以外のごみは回収出来ません。 

※毎年実施されている団体についても年度当初に回収予約をお願いします。 

 

問い合わせ先 《ごみの収集》廃棄物対策課 クリーン推進班 

 電話（直通）４８４－４２０２ 

ＦＡＸ   ４８６－２５０４ 

 

（Ａ）Ｕ字溝の土を清掃した際に出た土砂（泥）の回収は、道路維持課へご

連絡ください。 

※ゴミゼロ運動などの際に町内会（自治会）清掃で発生したＵ字溝の土砂（泥）は回収

いたします。なお、清掃に際しては、放射線対策や破傷風、病害虫からの危険回避の

ため、長袖、長ズボン、長靴、ビニール手袋やマスクなどを着用して作業を行ってく

ださい。 

土のう袋の申請方法は道路維持課ホームページをご覧ください。 

申請は窓口で受付しております。 

窓口へ申請に来られる前に、あらかじめ電話等で土のう袋の必要枚数をご連絡いた

だけると、窓口でお待たせすることなく、土のう袋をお渡しできます。 

清掃により発生したゴミの分別について、徹底をお願いいたします。 

土砂（泥）以外は、土のう袋に入れないでください。土砂以外のものが入っていた

場合の回収はできませんのでご協力をお願いします。 

【Ｕ字溝の土砂以外（落ち葉、ビン、カン、ビニール類、紙類等）については、町

内清掃用の袋に分別してお出しください。】 
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   問い合わせ先  《土のうの収集》道路維持課 維持班 

               電話（直通）４８４－６１３０ 

ＦＡＸ   ４８６－２５０５ 

 

 

 

（Ａ）街路樹の落葉清掃につきまして、ゴミ袋を配布しますので、道 

路維持課へ連絡をください。 

 

 自治会などの団体へ配布しますので、事前に必要枚数の連絡をお願いします。 

 清掃した落葉は、もやせるごみとして、回収日にごみ集積所に出してください。 

 

 

 問い合わせ先 道路維持課 事業班 

電話（直通）４８４－６１５２ 

ＦＡＸ ４８６－２５０５ 

 

（Ｑ）大気中の放射線量を測定したいのですが、測定器の貸出につ

いて教えて下さい。 

 

（A） 市では放射線量測定器の貸出を行っております。 

 測定器は、市内において放射線測定を実施することを目的として使用する場合 

に限り、市民や自治会等に貸出しております。 

貸出期間については、貸出しを受けた日から次の開庁日の午後４時３０分まで 

とさせていただいております。 

測定器は大気中の放射線量を測定するものですので、食品や水、土壌などの測 

定はできませんのでご注意ください。 

貸出しを受けるには、事前予約が必要となりますので、予約や詳細につきまし 

ては生活環境課にお問い合わせください。 

 

 

              問い合わせ先   生活環境課 環境対策班 

                         電話（直通）４８４－６１５０ 

ＦＡＸ ４８６－２５０４ 
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（Ｑ）不法投棄されているのを、見つけたら。 

 

（Ａ）一般家庭ごみ・粗大ゴミ・家電製品等の不法投棄物を発見したら 

市役所（廃棄物対策課）に連絡をしてください。 

 

※不法投棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物にわかれます。 

 

◆一般廃棄物の場合は、市廃棄物対策課が必要に応じ警察署等と協議しながら対応し

てまいります。 

 

◆産業廃棄物の場合は、産業廃棄物の窓口である印旛地域振興事務所地域環境保全課

へ連絡します。 

印旛地域振興事務所地域環境保全課は、警察署等と協議しながら対応します。 

  

〈管理者責任について〉 

不法投棄物は投棄者がわからない場合、河川敷であれば、河川管理者。道路敷であ

れば道路管理者。私有地の場合は土地所有者がその処理をすることとなります。 

 

〈不法投棄を防ぐためには〉 

土地の所有者の方等には、定期的な見回りをし、こまめな清掃（下草刈り）・柵等の

設置をお願いいたします。 

市では不法投棄禁止看板を支給しておりますので、必要とされる方は、廃棄物対策

課へ申し出てください。 

 

（Ｑ）道路上で動物の死がいを、見つけたら。 

 

（Ａ）回収の手配を行いますので、市役所（廃棄物対策課）に連絡をしてく

ださい。 

 

問い合わせ先 廃棄物対策課 クリーン推進班 

 電話（直通）４８４－４２０２ 

ＦＡＸ   ４８６－２５０４ 
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（Ｑ）近所の空き地の雑草で困っているのですが･･･。どうしたら･･･。 

（Ａ）空き地の雑草については、次のとおりです。 

市街化区域及びその隣接区域の空き地で、雑草が繁茂し放置されている場合は、 

生活環境課までご連絡ください。強制力はありませんが、市から空き地の所有者 

に対して雑草除去の要請を行います。 

 ※樹木や竹木は、要請対象外となります。 

  また、私有地について市による草刈り、樹木や竹木の選定は行えません。 

 

問い合わせ先  生活環境課 生活環境班 

電話（直通）４８４－６１４８ 

ＦＡＸ ４８６－２５０４ 

 

（Ｑ）飼い主のいない猫で困っているのですが･･･。どうしたら･･･。 

（Ａ）市では地域猫活動を推進し、飼い主のいない猫の繁殖を防ぎ、猫に起

因する地域問題の減少を図るため、下記のとおり飼い主のいない猫の不妊・

去勢手術に要した経費の補助を行っています。 

●補助対象者（以下の要件をすべて満たすこと） 

・市内に居住する３名以上の団体（同一世帯は除く）であること。 

・エサをあげる場所の土地所有者の同意が得られていること。 

・活動する地域の自治会等の同意が得られていること。 

 （自治会長等が地域猫活動に同意した旨の書面が必要になります。） 

 

●補助金額 

 不妊・去勢手術に要した経費に対し、一匹あたり 10,000円を上限。 

 

問い合わせ先  生活環境課 生活環境班 

電話（直通）４８４－６１４８ 

ＦＡＸ   ４８６－２５０４ 
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（Ｑ）近所に空き家があり、雑草・ゴミ・建物が危険な状態など様々な状況

で困っているのですが・・・。所有者の連絡先を教えてもらえるのか。 

（Ａ）まずは住宅課までご相談ください。 

空き家の問題（雑草・ゴミ・防犯上・建物の安全）は多岐にわたり、個人の財産であ

るため解決をするのは簡単なことではありません。 

現地の確認を行い、空き家の管理が不適切かつ１年以上空き家となっている場合、法

律に基づいて所有者の方に適正管理の助言通知を送付します。 

また、所有者の連絡先は個人情報であり、教えることはできません。 

 

問い合わせ先 住宅課  

電話（直通）４８４－６１６８ 

ＦＡＸ ４８５－０１０８ 

 

※空き地及び空き家の管理につきましては、それぞれ所有者の方が、責任をもって 

適正に管理していただくものです。 
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（Ｑ）近所に空き家・空き地があり、所有者が貸したり売ったりし

たいみたいなのですが相談先はありますか･･･。 

 

（Ａ）空き家・空き地バンク制度がありますので住宅課までご相談ください。 

まだ貸すか・売るか迷っている方、家財道具が残っている方の相談も大歓迎

です。調査の上、貸した時・売った時の参考価格を算出いたします。 

 

空き家・空き地バンク制度は空き家等の有効活用を目的に空き家等を貸したい・売りた

い所有者の方の物件を市に登録し、市はホームページ等にその情報を公開します。その

情報を見て、借りたい・買いたいという移住希望者と所有者との橋渡しを市・宅建協会・

全日本不動産協会が協力して行う制度です 

問い合わせ先 住宅課  

電話（直通）４８４－６１６８ 

ＦＡＸ ４８５－０１０８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空き家・空き地バンクの仕組み 

☆宅建協会（一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会印旛支部）及び不動産協

会（公益社団法人 全日本不動産協会千葉県本部）は不動産事業者の団体で空

き家バンクに関する協定を結んでいます。 

空き家・ 

空き地 

バンク 

（市） 

空き家・ 

空き地の 

所有者 

 

貸主 

売主 

空き家・ 

空き地の 

利用希望者 

 

借主 

買主 
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（Ｑ）自主防災組織について説明してください。 

私たちの町会には自主防災組織がありません。住民に説明をしたいので、概要を 

説明してください。 

 

（Ａ）災害時は、自治会を中心とした地域の共助が重要となります。 

 

地震などの大規模災害が発生した場合には、電気、ガス、水道、道路などライフラ

インの寸断や、同時多発する火災への対応のため、市や消防署などの防災関係機関の

活動は著しく制限され、迅速な対応は困難となります。 

 このため、発災直後の人命救助や初期消火、避難誘導などの

行動は、近隣住民の協力が必要であり、各地域の実情にあった

組織的な防災活動が、多くの命や財産を守るために大きな役割

を果たします。その活動の中心を担っていただく組織が、自主     

防災組織です。 

 

≪自主防災組織≫ 

自主防災組織は、地域の自治会を中心に組織され、平常時は、防

災訓練等を通じて、防災知識の普及・啓発、地域の危険箇所の確認

や資機材等の点検などの活動を行います。 

災害が発生した場合には、情報を収集し、地区住民に伝えるとと

もに、初期消火、被災者の救出、避難誘導、避難所の運営などの役割を担います。 

 

現在、佐倉市では１２１団体（令和７年３月現在）が設立され、各地域では、避難

訓練や防災訓練など、活発な活動が行われております。 

東日本大震災でも、各地域において被害状況の調査、ガスの復旧方法の周知、給水

活動など、自主防災組織を中心に自主的な防災活動が行われました。 

防災対策の基本は、「自分の身は自分で守る」（自助）とともに、「自分たちの地域は

自分たちで守る」（共助）であることから、ぜひ、自主防災組織の設立の検討をお願い

いたします。 

 

佐倉市では、自主防災組織への支援として活動助成や活動に必要な資機材の貸与な

どを行っております。 

設立に向けてのご相談や支援内容の詳細などお気軽にご相談ください。 

 

問い合わせ先  危機管理課 防災班 

電話（直通）４８４－６１３１ 

ＦＡＸ ４８６－２５０２
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（Ｑ）災害時の避難場所・避難所について教えてください。 

災害時に、どこに避難してよいかわかりません。教えてください。 

 

（Ａ）災害時の避難場所・避難所に指定しているところは、次のとおり 

です。市として、「○○自治会は、○○避難所に避難する。」と決めて 

いませんので、自治会で決めている場合を除き、避難が必要な場合は、 

お近くの安全な指定緊急避難場所・指定避難所への避難をお願いしま 

す。   

○「指定緊急避難場所」は、大地震などの災害が発生したときに、火災の延焼や 

余震などに備え、一時的に避難する場所です。 

 ○「指定避難所」は、家屋の倒壊等により災害の危険に伴い避難をしてきた被災者 

などが避難生活を送るための施設です。 

○「指定緊急避難場所」（校庭等）と「指定避難所」（校舎や体育館等）は併設し 

ており、防災備蓄倉庫を設置しています。 

   

■指定避難所（指定緊急避難場所）（３９ヵ所） 

（佐倉地区） 

 

 

（臼井・千代田地区） 

 

 

（志津地区） 

 

 

 

 

（根郷地区） 

 

 

（和田地区）                                       （弥富地区）    

  

 ＊臼井小学校・印南小学校については、洪水時の浸水想定区域内に位置しているこ

とから、洪水時は指定緊急避難場所として指定しません。ただし、２階部分以上

については指定避難所として使用できるものとします。 

         問い合わせ先 危機管理課 防災班 

電話（直通）４８４－６１３１ 

ＦＡＸ ４８６－２５０２ 

佐倉小学校 佐倉東小学校 内郷小学校 白銀小学校 

佐倉中学校 佐倉東中学校 佐倉高等学校 佐倉東高等学校 

臼井小学校＊ 王子台小学校 間野台小学校 

印南小学校＊ 千代田小学校 臼井中学校 

臼井西中学校 臼井南中学校 染井野小学校 

志津小学校 上志津小学校 下志津小学校 南志津小学校 

西志津小学校 井野小学校 青菅小学校 小竹小学校 

志津中学校 上志津中学校 井野中学校 西志津中学校 

佐倉西高等学校    

根郷小学校 山王小学校 寺崎小学校 南部中学校 

根郷中学校 佐倉南高等学校 馬渡保育園  

和田小学校 弥富小学校 
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（Ｑ）大地震や水害に備えて、我が家の耐震補強や浸水対策などの工事を

したいのですが、補助はありますか？ 

（Ａ）市では、耐震等の災害予防対策に対する補助を行っています。 

   大地震に備えて佐倉市では、家の耐震補強を薦めています。耐震診断、補強工事

等の補助は次のとおりです。 

 

①木造建築物耐震診断補助金 

１．（昭和５６年５月３１日以前の建築物） 

ア 昭和５６年５月３１日以前に建築され、昭和５６年６月１日以降の増築がなく、

申請者自らが居住の用に供している木造住宅の耐震診断に要する経費の一部。 

イ 補助金の額は､耐震診断に要した経費で市が算出した額の２／３とし、88,000円を

限度とする。 

２．（昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日までの建築物） 

ア 昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日までに建築され、平成１２年６月

１日以降の増築がなく、申請者自らが居住の用に供している木造住宅の耐震診断に

要する経費の一部。 

イ 補助金の額は､耐震診断に要した経費で市が算出した額の２／３とし、44,000円を

限度とする。 

②木造住宅補強改造工事補助金 

 １．（昭和５６年５月３１日以前の建築物） 

ア 昭和５６年５月３１日以前に建築され、昭和５６年６月１日以降の増築がなく、

申請者自らが居住の用に供している木造住宅の補強改造工事に要する経費の一部。 

イ 補助金の額は､補強改造工事に要した経費で市が算出した額の４／５とし、１１５

万円を限度とする。二段階補強改造工事（一段階目で一階部分のみ補強、二段階目で

全体の補強等）も可能。その場合は各段階で 575,000円を限度とする。 

２．（昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日までの建築物） 

 ア 昭和５６年６月１日から平成１２年５月３１日までに建築され、平成１２年６月

１日以降の増築がなく、申請者自らが居住の用に供している木造住宅の耐震補強改

造工事に要する経費の一部。 

 イ 補助金の額は､補強改造工事に要した経費で市が算出した額の４／５とし、５８万

円を限度とする。 

③耐震補強リフォーム事業補助金 

 ア ②１．の建築物で、補助金の交付を受けて行う耐震補強工事にあわせて行うリフ

ォームの経費の一部。 

イ 補助金の額は､リフォームに要した経費で市が算出した額の１／１０とし、１０万

円を限度とする。 
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④耐震シェルター設置リフォーム補助金 

 ア 昭和５６年５月３１日以前に建築され、それ以降に増築がなく、申請者（満６０ 

歳以上の方のみの世帯、もしくは障害者手帳・療育手帳の交付を受けた世帯）自ら

が居住の用に供している木造住宅への耐震シェルター設置に要する経費の一部及び

あわせて行うリフォームに要した経費の一部 

 イ 補助金の額は､耐震シェルター設置に要した経費で市が算出した額の１／２ 

とし、１５万円を限度とする。その補助額に､リフォームに要した経費で市が 

算出した額の１／１０かつ、１０万円を限度とする額を加算した額。 

⑤マンション耐震診断補助金 

 ア 昭和５６年５月３１日以前に建築され、市民が所有・居住する分譲マンショ 

ンの耐震診断に要する経費の一部。 

 イ 補助金の額は、耐震診断に要した経費で市が算出した額の２／３とし、予備 

診断３万４千円、本診断１００万円をそれぞれ限度とする。 

⑥危険コンクリートブロック塀等の除却、フェンス等の設置及び緑化推進補助金 

       ア 老朽化等で危険と判断された、通学路等に面したコンクリートブロック塀等 

の除却、フェンス等の設置及び緑化に要する経費の一部。 

 イ 補助金の額  

1 危険コンクリートブロック塀等の除却に要する経費の２分の１以内、かつ除 

却する長さ１メートルあたり１万円を限度とする。 

2 危険コンクリートブロック塀等の除却に併せて行うフェンス等の設置に要 

する経費の２分の１以内、かつ設置する長さ１メートルあたり１万５千円 

を限度とする。 

3 危険コンクリートブロック塀等の除却に併せて行う緑化に要する経費の２ 

分の１以内とする。 

4 補助金の上限額は、1～3に規定する補助金の額の合計２５万円とする。 

⑦かさ上げ工事等補助金 

ア 浸水による被害防止を図るため、居住の用に供している住宅等のかさ上げ工 

事等に要する経費の一部。 

イ 補助金の額は､かさ上げ工事等に要した経費で市が算出した額の１／２とし、 

１００万円を限度とする。  

問い合わせ先  建築指導課 指導班 

             電話（直通）４８４－６１６９ 

ＦＡＸ ４８５－０１０８ 

⑧止水板等設置等工事補助金 

ア 建物の浸水被害を軽減するため、市内において居住している住宅又は使用 

している店舗等への止水板等設置等工事に要する経費の一部。 

イ 補助金の額は、止水板等設置等工事に要した経費の１／２以内とし、５０万円 

を限度とする。 

⑨がけ地崩壊防止事業費補助金 

（※対象となる区域が限定されているなど、一定の要件があります。） 

ア がけ地崩壊による災害を防止するため、がけ地崩壊防止工事に要する経費 

の一部。 

イ 補助金の額は、がけ地崩壊防止工事に要した経費の１／２とし２００万円 

を限度とする。   

問い合わせ先  治水課 施設管理班 

電話（直通）４８４－４２６１ 

ＦＡＸ ４８６－２５０５ 
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（Ｑ）災害時の情報はどのように入手したらいいのですか。 

佐倉市からの災害情報はどうやって、入手したらよいのですか？ 

  （Ａ）災害時の情報伝達方法は次のとおりです。 

① 防災行政無線 

主に学校や公園などに設置しており、スピーカーから音声で放送します。 

※放送をもう一度確認したい場合に、電話で放送内容を確認できます。  

℡０１２０－７１１－５０８（フリーダイヤル） 

② 佐倉市公式ウェブサイト 

災害時の最新情報や避難所開設情報などをお知らせします。 

③ ケーブルテレビ（ケーブルネット２９６） 

データ放送で緊急時の災害情報を放送します。 

④ 広報車 

市役所広報車や消防団による巡回放送をします。 

⑤ メール配信サービス（登録制） ※登録方法は次ページを参照ください。 

携帯電話やパソコンのメールに災害情報を配信します。 

⑥ 緊急速報メール（エリアメール） 

緊急性の高い災害情報を、エリアに存在する携帯電話などに一斉配信するサー

ビスです。※登録操作は不要です。 

⑦ 佐倉市防災情報Ｘ（旧ツイッター）<アカウント名：@bousai_sakura› 

災害・緊急情報をツイートします。 

⑧ スマートフォンアプリ 

・Ｙａｈｏｏ！防災速報 

アプリを活用して、災害が発生するおそれがある場合や 

災害発生時に、防災情報を配信します。 

・防災情報全国避難所ガイド 

全国の避難所等の情報を収集し、現在地周辺の避難所を 

検索して道順を案内するナビゲーションアプリです。 

防災行政無線の放送内容を音声と文字で受信・確認でき 

るサービスも行っています。 

⑨ 戸別受信機 

防災行政無線の内容を聞くことができる専用の受信端末です。各自治会・自主

防災組織に配布したほか、令和 4年度より個人への無償貸与を行っています。 

※以前、配布していた防災ラジオは、令和 4年 11月をもって、無線の内容を受信で

きなくなりましたが、引き続き AM/FM ラジオとしてお使いください。また、防災

ラジオが不要になりました場合は、各自処分していただいて構いません。 

             問い合わせ先  危機管理課 防災班  

電話（直通）４８４－６１３１ 

ＦＡＸ  ４８６－２５０２

「Yahoo!防災速報」の
詳細はこちらから↓ 

「防災情報全国避難所ガイ

ド」の詳細はこちらから↓ 
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佐 倉 市 メ ー ル 配 信 サ ー ビ ス に つ い て 
 

 このサービスは、防災行政無線の放送内容を携帯電話及びパソコンへメールで配信す

るものです。防災行政無線が聞こえづらい地域の方や、文字として情報を確認したい方

に便利なサービスです。 

 

●配信内容 

 このサービスでは、以下の情報を入手することができます。また、欲しい情報のみを

選択して入手することもできます。 

 ○防災・避難情報 ○水道事故 ○防犯情報 ○光化学スモッグ情報 

 ○行方不明者の捜索・保護情報 ○その他の情報 ○前記全ての情報 

 

●登録手順等 

 メールを受信するためには、携帯電話またはパソコンから登録していただく必要があ

ります。下記を参照し、登録手続きをとってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐倉市メール配信サービスについて 
 

 このサービスは、防災行政無線の放送内容を携帯電話及びパソコン 

へメールで配信するものです。防災行政無線が聞こえづらい地域の方 

や、文字として情報を確認したい方に便利なサービスです。 

 

 

●配信内容 

  このサービスでは、以下の情報を入手することができます。また、欲 

 しい情報のみを選択して入手することもできます。 

 ○防災・避難情報 ○水道事故 ○防犯情報 ○光化学スモッグ情報 

 ○行方不明者の捜索・保護情報 ○その他の情報 ○前記全ての情報 

 

 

●登録手順等 

  メールを受信するためには、携帯電話またはパソコンから登録してい 

ただく必要があります。下記を参照し、登録手続きをとってください。 

 

 

●ご利用にあたってのお願いとご注意 

 ・登録は無料ですが、通信料は自己負担となります。 

 ・メールの受信制限をされている方は、sakuramail＠sa.smart-lgov.jp 

（全て小文字）からのメールを受信できるようにしてください。 

 ・電波の届かない場所やメールの通信回線の混雑状況等により、メール 

配信が遅れたり届かないことがあります。 

 ・メールの返信機能は有しておりません。 

 ・このサービスは、佐倉市が事業を委託するウイングアーク NEX 株式会社 

において運営しております。 

 

●コールセンター窓口 

 ・ご登録やご利用上のご不明点は、以下のコールセンター窓口へご連絡 

ください。その際に、「佐倉市メール配信サービスについて」とお伝 

えください。 

 【コールセンター窓口】 

  ウイングアーク NEX 株式会社 TEL: 050-3317-8828 

   （土日・祝日を除く午前９時～午後６時受付） 
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問い合わせ先  危機管理課 防災班 

  電話（直通）４８４－６１３１ 

ＦＡＸ ４８６－２５０２ 
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（Ｑ）佐倉市の消防体制について教えてください 

（Ａ）市町村の消防機関には消防本部、消防署、消防団の３つの機関が 

あります。 

   

○消防本部：佐倉市、八街市、酒々井町が人口規模に応じて消防署を運営する経費

を負担し、佐倉市八街市酒々井町消防組合を組織し、消防の予算・庶務・企画・

人事等の事務を執行しています。佐倉市大蛇町 281 に消防組合消防本部（代表

043-481-0119）が設置されています。 

  ○消防署：第一線の活動部隊としての役割を果たし、火災、災害及び人命の救助救

出に直接携わるとともに、火災予防活動に従事しています。佐倉市内には以下

の消防施設があります。 

 佐倉消防署（大蛇町 281）        ℡：043-481-1135 

〃  角来出張所（角来 1730）   ℡：043-485-0119 

〃  臼井出張所（染井野 3-1-5）  ℡：043-488-0119 

〃  神門出張所（神門 642-4）   ℡：043-498-2200 

志津消防署（ユーカリが丘 1-1-28）   ℡：043-487-0119 

〃  志津南出張所（中志津 3-35-1）℡：043-489-0119 

○消防団：地域住民で組織され、普段は会社員であったり、商店、農業を営んでいた

りして、それぞれの仕事を持ちながら、火災や災害が発生すると消防署と連携し、

消防防災活動に従事します。 

令和８年４月１日現在、52 箇部 674 名（内、女性消防部 13 名）で構成されて

います。消防本部・消防署が常備消防と呼ばれるのに対して、消防団は非常備消

防と呼ばれています。 

 

問い合わせ先  危機管理課 消防班 

    電話（直通）４８４－６１３２ 

ＦＡＸ   ４８６－２５０２ 

    消防本部 

電話（代表）４８１－０１１９ 

 

（Ｑ）消防団はどのような活動をしているのですか。 

（Ａ）平常時は、各部（52 箇部）で管理している消防車両や各種資機材の点検や操作訓

練、地域を巡回し防火水槽や消火栓の位置確認や点検、春秋火災予防運動、歳末警

戒等の予防活動、救命救急講習会等の研修などを行っています。 

火災の現場では消防署と連携して消火活動を行うほか、消火活動の支援、火災現

場付近の交通整理、近隣住民の安全確保、防火水槽や消火栓などから、小型動力ポ

ンプ・ポンプ自動車を使用して中継するなど消火活動用の水の確保を行います。 
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また、火災鎮火後の警戒活動等、消防署を補完する重要な役割を担います。地域

によっては、地元住民とともに消防団が、火災現場の後片付けを行います。 

 

（Ｑ）消防団の後援会費というのはどういうものなのですか 

（Ａ）後援会費につきましては、地域の方が、同じ地域の中で、仕事を持ちながら消防

団活動に従事されている方々の労をねぎらうために支援をされているものと考えま

す。 

 

（Ｑ）消防団の後援会費は絶対に支払わなければならないのですか 

（Ａ）あくまでも消防団活動を支援しようという地域の厚意による任意のもので強制・

義務的なものではありません。 

   また、消防団は市内の全地区を管轄しており、後援会費支払いの有無に関わらず、

火災発生時には、必ず出動いたします。 

   

（Ｑ）私たちの地区は消防署（常備消防）が近くにあるので消防団に特に世話になるこ

とはないと思うのですが。 

（Ａ）今日では火災現場において直接の消火活動は消防署が主体となっていますが、 

消防団も消火活動を行うほか、消防活動用の水（水利）の確保、周辺整備、交通整

理など、消防署が消火活動をしやすい環境を作り出すという役割を担っております。 

さらに、火災鎮火後の警戒を行い、再発火防止などに長時間従事し、その活動は

消防署を補完する重要な役割を果たしております。 

また、火災出動以外に警戒活動や水害対応、行方不明者の捜索等、その活動は多

岐に渡っており、国におきましても大規模災害等の発生時に地域に一番近い消防防

災機関として消防団の充実強化を図るよう市町村に対して求めております。 

 

 

 

問い合わせ先  危機管理課 消防班 

電話（直通）４８４－６１３２ 

ＦＡＸ ４８６－２５０２ 
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（Ｑ）防犯指導員は、どのようなことを行うか教えてください。 

 

（Ａ）防犯指導員は、防犯パトロールなど地域防犯活動の中心となる防犯リ

ーダーとして委嘱するものです。 

   防犯指導員の皆さんには、防犯活動への積極的な参加や地域住民への

防犯の呼びかけ、警察署や市などが行う防犯活動への協力をお願いして

います。 

   防犯指導員の任期は２年になります。ただし、自治会の諸事情による

１年での交代も可能です。 

  

〇防犯に関する情報 

・地域安全情報の伝達 

千葉県警察本部が３ヵ月に１回程度発行する「県警だより」を、佐倉市からの回

覧物と一緒に回覧をお願いします。併せて、佐倉警察署管内防犯組合連合会・佐倉

警察署が隔月で発行する「犯罪発生マップ」の回覧もお願いします。 

また、臨時的に佐倉警察署や市役所からの防犯に関する回覧をお願いする場合も

あります。 

 

 ・防犯情報のメール配信 

依然として被害が発生している電話ｄe詐欺などの情報をメール配信していま

す。被害に遭わないためにも、多くの方に配信登録をしていただきたいと思いま

す。 

登録方法につきましては、４４ページのメール配信サービス登録手順を参照し

てください。 

 

 

 

  問い合わせ先 危機管理課 防犯・安全安心対策班 

                         電話（直通）４８４－６１６１ 

ＦＡＸ ４８６－２５０２ 
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（Ｑ）自治会の防犯活動に対してどのような支援がありますか。 

 

（Ａ）活動を開始する際に腕章等の物品を貸出しています。また、活動上、

万が一事故があった場合には、自治会の活動として位置付けられた活

動であれば、市民公益活動補償制度の対象となる場合があります。 

 

【防犯活動物品の貸与】 

 市では、自治会などで行う防犯活動に使用する物品として、１団体に対し、 

①腕章(２０枚) ②拍子木(２組) ③誘導灯(２本)④防犯ベスト(２０枚) 

⑤懐中電灯（２個）⑥防犯キャップ（２０個）を上限として貸出を行っております。 

貸出を希望される場合は、事前に電話で危機管理課へご連絡の上、危機管理課窓口

で申請してください。 

   貸出期間については、概ね１年ですが、更新も可能です。 

 

【防犯活動に係る補償制度】 

自治会などが行う公益活動に対する補償として、市民公益活動補償制度があります。 

  この補償制度は、自治会が、活動の一部として位置付けて行う防犯パトロール等も

対象となります。補償内容等につきましては、１０ページの「市民公益活動補償制度」

を参照してください。 

 

【青色防犯パトロールの委嘱】 

  市では、自治会が行う防犯パトロールをより効果的に行っていただくため、青色防

犯パトロール（自動車に青色回転灯を装着して行うパトロール）を希望する自治会な

どに対して、委嘱を行っています。 

なお、手続や申請等の詳細については、下記にお問い合わせください。 

 

 

問い合わせ先 危機管理課 防犯・安全安心対策班 

                         電話（直通）４８４－６１６１ 

ＦＡＸ ４８６－２５０２ 

 

 

 

 

 



- 51 - 

 

（Ｑ）自治会が道路などの公共の場所に向けて防犯カメラを設置したいの

ですが、補助制度はありますか。 

 

（Ａ）「佐倉市防犯カメラの設置及び運用の適正化に関する条例」に基づき、

犯罪の防止を目的として、道路などの公共の場所に向けて設置する防

犯カメラ（防犯カメラと併せて設置する防犯灯も可）の設置費用を補

助します。 

 

【補助対象経費】 

 自治会が設置する防犯カメラ、防犯灯の購入や取付工事の経費 

  ※「防犯カメラ作動中」などの表示看板の設置費用も含む。 

 

【補助対象外経費】 

 ▼防犯カメラなどを設置しようとする場所にある既存設備の撤去や移設に要する経費 

▼土地の造成、土地や建物等の使用、取得、補償に要する経費 

▼防犯カメラなどの維持管理や保守点検のための経費 

▼防犯カメラ用モニターの設置のための経費 など 

 

【補助額】 

① 防犯カメラの設置費用の２分の１以内の額（１台につき２０万円を限度） 

② 防犯灯（防犯カメラと併せて設置するものに限る）の設置費用の 

２分の１以内の額（１基につき５万円を限度）  

     ※①、②とも千円未満の端数を切り捨てた額 

 

【補助金を活用して設置を希望する場合】 

 設置希望年度の前年度の６月末までに危機管理課へご連絡ください。 

 

※詳細につきましては、下記にお問い合わせください。 

 

問い合わせ先 危機管理課 防犯・安全安心対策班 

                         電話（直通）４８４－６１６１ 

ＦＡＸ ４８６－２５０２ 
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（Ｑ）民生委員・児童委員は、どのような活動をしているのですか？ 

 

（Ａ）民生委員・児童委員は地域の身近な相談相手として、地域住民からの

生活上の心配ごとの相談に応じ、課題解決のため必要な行政等の支援への

「つなぎ役」として活動しています。 

また、地域の見守り役として、定期的な訪問等により高齢者世帯や子ど

もたちの見守り等を行うこともあります。 

身分は、民生委員法、児童福祉法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され

た無報酬のボランティアで、非常勤の地方公務員として位置づけられてい

ます。民生委員・児童委員協議会の事務局は、福祉部社会福祉課となって

います。 

 

どのような相談ができるの？ 

・生活に困っているが、どこに相談してよいかわからない 

・介護・福祉サービスを利用したいが、どのようにすればよいのか 

・ひとり暮らしの高齢者なので見守りをしてほしい 

・子育てに関する相談窓口を知りたい     等 

 

※ 安心してご相談ください 

民生委員・児童委員には守秘義務があり、住民一人ひとりの人権とプライ

バシーを尊重し、秘密を保持します。 

【民生委員・児童委員活動と候補者推薦にご理解・ご協力ください】 
 民生委員・児童委員は、日ごろから高齢者世帯や子どもの見守り活動を行っています。 

任期について（1期 3年間） 

現任期は、令和 7年 12月 1日から令和 10年 11月 30日までの 3年間です。 

誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、さまざまな活動をしている民生委員・児

童委員ですが、佐倉市においても 40 の区域で欠員となっています。（令和 8 年 4 月 1 日

現在）欠員地区の解消に向けて、引き続き候補者の推薦についてご協力をお願いいたし

ます。 

行政も候補者選出に取り組んでおりますが、候補者の推薦には地域の皆様のご協力が

不可欠です。委員の選出にご協力をお願いします。 

問い合わせ先 社会福祉課 地域福祉班 

電話（直通）４８４－６１３５ 

ＦＡＸ    ４８６－２５０３ 



- 53 - 

 

（Ｑ）社会福祉協議会について説明してください。 

（Ｑ－１）社会福祉協議会の役割とその活動内容について説明してください。 

（Ｑ－２）地区社会福祉協議会との関係について説明してください。 

 

（Ａ－１）社会福祉協議会の役割とその活動内容について 

【目的】 

 佐倉市社会福祉協議会（佐倉市社協）は、社会福祉法第１０９条に基づく

民間の組織です。地域に住む住民一人ひとりが地域社会を構成する一員とし

て、その人らしく暮らせる社会づくりを目指して活動しています。地域福祉

の推進役を担う社会福祉法人として、住民参加による地域の福祉課題の解決

に向けた活動を展開しています。 

 

【主な事業】 

地区社会福祉協議会（地区社協）活動の推進 

 地区社協活動は、地域に住む全ての人々が安心して暮らせるまちづくりを、

住民が主体になって知恵と力を出し合い、それを小地域で推進していく組織

活動です。市内には、１４の地区社協があり、ひとり暮らし高齢者食事会や

子育てサロンなどの住民同士のつながりあえる活動や、日々の生活での困り

ごとをお手伝いする支えあいサービスなど、地域の特性を活かした支えあい

活動を推進しています。 

 

ボランティア活動の推進 

 ボランティアセンターは、住民相互のつながりに支えられた地域社会づく

りをめざし、ボランティア活動の支援や推進を行っています。また、地域ニ

ーズに沿った新たな担い手の発掘・養成のため、各種講座の開催、福祉教育

を行っています。 

 

日常生活自立支援事業 

 判断能力が不十分な高齢の方や障がいを持つ方が、安心して地域で暮らせ

るよう、必要な福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理を行い、ご本人

との契約により生活を支援します。 
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法人後見事業 

 認知症や障がい等で判断能力の低下した方が、安心・安全な生活を送るこ

とができるように成年後見制度を活用した法人後見事業を通じて、ご本人の

権利を擁護します。 

 

佐倉市成年後見支援センター（中核機関） 

 物事の判断が十分でない方が安心して地域で暮らせるよう、佐倉市からの委託

を受けて成年後見支援センターを運営しています。成年後見支援センターでは、

成年後見制度に関する相談、専門家によるアドバイス、成年後見人等への相談支

援、市民後見人の養成、講演会や研修会を含む成年後見制度の普及啓発などを行

っています。 

 

在宅福祉サービス 

  住み慣れた地域で暮らし続けていくために、地区社協活動やボランティア

活動により地域での支えあいを推進します。また、在宅での暮らしを支援す

るために、サービスの提供や相談の場を提供します。 

（障害児者等への訪問介護員の派遣、障害児者等の相談支援、ふれあいいき

いきサロン、ふれあい型食事サービス、おもちゃ図書館、福祉総合相談、生

活福祉資金貸付事業、勉学奨励金の交付、車いす等貸出、善意銀行事業、災

害見舞金交付他） 

 

生活困窮者支援 

さまざまな理由で生活困窮に陥った方に対して、就労や家計、ひきこもり

などの相談を通して一人ひとりの状況に合わせた支援プランを一緒に作り、 

専門の支援員が相談者に寄り添いながら、ご家族をはじめ他の専門機関、さ

らに地域の方々と連携して解決に向けた支援を行っています。 

また、子どもの学習支援や居場所作りも市内のボランティア団体と連携を

とりながら行っています。さらに、民生委員児童委員、地区社協、自治会、

協力企業、フードバンクちば等と連携した支援を通じて、地域ぐるみで孤立

や困窮をなくす取り組みを進めています。 
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会員募集 

  社会福祉協議会（社協）は、地域住民のみなさまが地域での支えあい活動に

参画いただくことで、地域福祉活動を推進しています。毎年４月から６月を

会員募集期間とし、自治会町内会区のみなさまのご協力をいただき、会員加

入のご依頼をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

共同募金運動 

毎年１０月１日から翌年３月３１日までを共同募金運動の実施期間として、

全国一斉に赤い羽根募金運動、歳末たすけあい運動が展開されます。自治会

のみなさまのご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

※これらの会員加入と共同募金は、個人の自由な意思、判断によるところ

でありますので、ご配慮いただきますようお願いいたします。 

 

（Ａ－２）地区社会福祉協議会との関係について 

  地区社会福祉協議会（地区社協）は、地域のみなさまで構成されている組織です。

地域福祉を推進するために行事や研修会、懇談会を開催して、地域の様々な声を聞き、

福祉ニーズを発見し、自主的かつ主体的に問題の解決に取り組んでいます。地区社協

は住民同士の支えあいを実現するために、各地区の特色を活かした活動を展開してい

ます。 

佐倉市社会福祉協議会（市社協）は、こうした地区社協活動が、地域で活発に取り

組めるよう、緊密な連絡･協力関係を保ちながら、積極的に支援をする役割を担ってい

ます。 

なお、社会福祉協議会の事業を進めるための財源は、会員の皆さまからいただいた

会費や共同募金配分金、寄附金、そして行政機関からの補助金・委託金などで賄われ

ています。 

 

問い合わせ先  佐倉市社会福祉協議会 地域共生推進班 

（佐倉市海隣寺町８７ 社会福祉センター２Ｆ） 

電話（直通）４８４－６０３３  

ＦＡＸ   ４８６－２５１８ 

Ｅメール machicom@sakurashakyo.or.jp 

 

 

mailto:machicom@sakurashakyo.or.jp
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（Ｑ）地域まちづくり事業について説明してください。 

●地域まちづくり事業って？                            

「地域まちづくり事業」は、より住み良い地域づくりを実現するため、地域の課題を

地域自らが取り組む活動です。 

地域まちづくり事業を実施する団体の構成は、隣接する複数（２以上）の自治会や市

民団体などで、最大の範囲は、災害等の発生時に構成団体間で支援できる地域（２小学

校区程度）を想定しています。 

●なぜ、地域まちづくり事業が必要なの？                      

近年、ライフスタイルの変化や少子高齢化の進行等により、多くの自治会等で加入率

の低下や担い手の不足等が問題となっています。 

一方で、防犯・防災・福祉など、地域を取り巻く課題は複雑・多様化しており、単独

の自治会等では対応が難しくなっています。 

 このような地域課題を、多くの団体・住民の皆様が関わり、そして自らの手で解決し

ていく新たな自治活動の形が「地域まちづくり」事業です。 

市はこの活動を支援しています。 

●どんなメリットがあるの？                            

■情報の共有 

地域まちづくり事業を計画、実施する会議等を通して、地域内の様々な情報を得る

ことができるため、それを自分の所属する団体の活動に活かすことができます。 

■効果的な事業実施 

個別の自治会で課題として認識していても実際に取り組めなかったものや、事業改

善できなかったものに対し、地域の多様な人材の協力を得て取り組むことができます。 

■新たな信頼関係・絆の構築 

これまで関係の薄かった団体間、地域住民同士が、会議・事業を通して、顔を合わ

せ、言葉を交わすことで、住民同士、団体間の相互理解が図られ、信頼関係・絆を築

くことができます。 
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●地域のまちづくり活動を支えます                        

市では、地域まちづくり事業を実施する団体として認証後、地域の皆様が主体的に行

う取り組みに対して、以下の支援を行っています。 

■財政支援 

地域の課題解決が図られ、且つ、市が提示する主要課題に該当する各種事業に対

して交付金による支援を行います。（※団体運営費は対象になりません。） 

■人的支援 

必要に応じて、職員の派遣や技術協力を行います。 

 

●団体設立から事業開始までの流れ                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 自治人権推進課 市民活動推進班 

電話（直通）４８４－６１２７ 

ＦＡＸ ４８４－１６７７ 

 

 

②具体的内容の協議  

地域で取り組みたい事業の具体的内容を協議し、団体設立のための「規約」･「運営

費」･「事業計画」･「事業予算計画」を作成します。  

 

③地域まちづくり事業実施団体の設立・市への登録  

・設立総会を開催し承認を得ます。 

・地域まちづくり事業を実施する団体として、市に登録。 

④地域まちづくり事業の認定（年度ごと）  

・市から財政支援・人的支援を受けたい事業は、事業実施年度４月に認められた

予算の中で具体的な支援内容を申請します。地域まちづくり事業として認定され

ると、交付金等の支援が受けられます。 

（事業完了後は、実績報告・交付金精算など行っていただきます。） 

①意見交換 

隣り合う自治会･町内会や、地域内で活躍する各種団体と組織化に向けて意見交換を

行います。 

※各種団体：小学校、自主防災・防犯団体、地区社協、民生委員･児童委員、ＰＴＡなど 
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（Ａ）市や各種団体では様々な講師派遣制度がありますので、自治会活動等での利用希

望がありましたらご活用ください。主なメニューは以下のとおりです。 

 

内  容 対象者 日 時 申 込 方 法 費用 申込・問合せ 

 
◆出前健康講座 
 
保健師・栄養士・歯科衛生士・
食育健康推進員（旧：食生活
改善推進員）が、皆様のとこ
ろへ伺い、健康づくりを応援
します。 
 
＜メニュー例＞ 
・生活習慣病予防 
・フレイル予防講座 
・身体活動・運動 
・栄養・食生活 
・食育健康推進員の講座 
・歯の健康 
・ストレスとこころ 
・たばこと健康 

・ 市 内 在
住・在勤の
10人以上の
グループ 
・職場団体
の場合は、
参加される
職員の中に
市内在住者
は 10 人以
上 い る こ
と。 

・2026 年 5 月
～2027年 2月
末まで（申込
は 2026 年 4
月～2027 年 1
月末まで） 
・平日 9 時～
16 時までの
間の 60 分以
内 
（年末年始を
除く。） 
 
※曜日・時間
は応相談。 
 
※食育健康推
進員（旧食生
活 改 善 推 進
員）の講座に
ついては応相
談。 

開催の 1 か月前ま
でに「出前健康講座
申請書」に必要事項
（開催希望日時等）
を記入し提出（郵
送・FAX・メール可）。 
具体的な講話の内
容などについて、調
整させていただき
ます。 
メニュー・申請書
は、各保健センター
窓口、佐倉市ホーム
ページからダウン
ロードできます。 

無料 健康推進課 
成人保健班 
（健康管理セン
ター） 
TEL 312-8228 
FAX 485-6714 
  

 
◆介護予防出前講座 
 
いくつになってもいきいきと
暮らすための講座です。簡単
な運動・高齢期のフレイル予
防、物忘れ予防、その他内容
などについては、お気軽にご
相談ください。 
「佐倉ふるさと体操」「佐倉わく
わく体操」の指導も承ります！ 

市内の高齢
者が集まる
会・介護予
防を学びた
い団体 
10～30名程
度 (人数は
応相談) 

月～金曜 
9時 30分～16
時まで 
(それ以外の
場 合 は 応 相
談) 20 分から
1 時間程度 

開催の 1 か月前ま
でに電話で申し込
みの上、「介護予防
出前講座申込書」を
提出（郵送、FAX可）。
具体的な講話の内
容などについて、調
整させていただき
ます。 

無料 高齢者福祉課 
包括ケア推進班 
TEL484-6343 
FAX486-2503 
 

 
◆認知症サポーター養成講座 
認知症の知識や支援のあり方
など、認知症を理解していた
だくための講座です。受講者
には認知症サポーター証を配
布します。  

市内在住・
在勤・在学
の 10 人以
上のグルー
プ 

応相談 
1時間 30分～
２時間程度 

開催の 1 か月前ま
でに高齢者福祉課
又は地域包括支援
センターに開催希
望日をお知らせく
ださい。具体的な講
話の内容などにつ
いて、調整させてい
ただきます。 

無料 高齢者福祉課 
包括ケア推進班 
TEL484-6343  
FAX486-2503 

・ 
各地域包括支援
センター 

 
◆わたしらしく生きるための
（手帳の書き方）講習会 
医療や介護が必要になったと
きの備えや、希望を書き記す
「わたしらしく生きるを支え
る手帳」の書き方をお話しま
す。 

（Q）自治会で利用できる職員や講師の派遣制度はありますか？ 
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内  容 対象者 日 時 申 込 方 法 費用 申込・問合せ 

◆空き家対策講座 

空き家問題とは何か。空き家

を増やさない環境づくりと市

が行っている空き家対策に関

連する制度や取り組み等につ

いてお話しします。※他の目

的の集まりやイベントの際に

伺うことも可能です。 

市内在住の

10人以上の

グループ 

応相談 

通常 15～ 30

分程度 

開催の 1 か月前ま

でに住宅課にご相

談ください。 

無料 住宅課 

TEL 484-6168 

◆自主防災訓練等への職員派

遣による指導支援 

地域で実施する防災訓練等行

事に職員を派遣して、防災指

導を行う。 

【実施項目】①防災講話 

②避難所運営ゲーム（HUG）、

③その他（クロスロード等） 

市内で実施

する防災訓

練等行事参

加者 

応相談 窓口または電話で

申請受付後、申請書

を提出してくださ

い。 

無料 危機管理課 

防災班 

TEL484-6131 

◆文化財ボランティアガイド 

文化財ボランティアが解説を

行いながら、文化財施設をご

案内します。 

対象施設：①旧堀田邸 ②佐

倉武家屋敷 ③佐倉順天堂記

念館 

原則 10 名

以上の団体 

開館時間内で

応相談。所要

時間： 

30 分前後 

開館時間：①

9:30～16:30、

②③9～17 時 

文化財ボランティ

アガイド佐倉受付

票を、10 日前まで

に文化課までご提

出ください。(窓口、

郵送、ファックス)。

※ファックスの場

合は、送信後、着信

確認の電話連絡を

お願いします。 

 

無料 文化課 

〒285-8501 市役

所 1 号館 5 階 

TEL 484-6192 

FＡX 486-9401 

◆消費者問題出前講座 

相談事例や消費者トラブル情

報を通して、「かしこい消費

者」としての心構えを消費生

活相談員が出向いて講座を行

います。 

市内在住 10

人以上のグ

ループ 

平日 

9 時～12 時、

13 時～16 時

の間 

(1 時間～2 時

間程度) 

 

 

 

 

開催日の約２か月

前までに申込用紙

に記入のうえ、消費

生活センターへ提

出してください。 

無料 消費生活センタ

ー 

TEL483-3010 

FＡX483-8604 
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内  容 対象者 日 時 申 込 方 法 費用 申込・問合せ 

◆消費者問題講座 

消費者トラブルへの対処法等

を身につけて頂く講座。消費

者市民社会の形成を目指し

て、消費生活の安全・安心に

かかわる情報を対象者に合わ

せて、わかりやすく提供しま

す。 

1講座 20名

以上 

随時（平日、

休日問いませ

ん） 

1 講座 1 時間 

先着順になります。

ただし、講師手配が

可能かどうかを判

断した上で正式な

受付となります。 

交通費

が 3000

円を超

える場

合は、

申込団

体が負

担。 

全国消費生活相

談員協会 

TEL 

03-5614-0316 

FAX 

03-5614-0743 

◆金融経済教育講座 

市町村、公民館、消費者団体、

学習グループ、学校、ＰＴＡ

等各種団体等で開催される金

融経済に関する講習会等へ講

師（金融経済教育推進機構

（J-FLEC）（金融庁所管）認定

アドバイザー等で中立公正な

立場の講師）を無料で派遣し

ます。内容は、暮らしに身近

な金融経済等に関するもの

で、生活設計、保険、遺言・

相続等。 

10 人以上 随時（平日、

休日問いませ

ん） 

1 回あたり 1

時間～2 時間

程度 

講演会等実施日４

５日前まで申込。 

申込は直接 J-FLEC

のホームページか

ら。 

申込でご不明の点

があれば、千葉県金

融広報委員会まで。 

無料 

 

千葉県金融広報

委員会 

TEL 

043-225-7141 

FＡX 

043-221-2969 

電子メール 

chiba@shirupor

uto-net.jp 
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（Ａ）地域の高齢者に関する相談窓口として、地域包括支援

センターを市内５か所に設置しています。センターは、高

齢者の皆さまを介護や福祉、医療、健康、認知症のことな

ど、様々な面から総合的に支えるための相談窓口です。専

門知識を持ったスタッフが連携し、必要な機関と協力・調

整して、問題解決のお手伝いをします。 

◆開所日・時間 
   日曜日～金曜日  午前 8:30～午後 5:30 （土・祝日及び 12/29～1/3 を除く） 

◆予約不要、相談無料（状況に応じて、訪問相談もお受けします） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Q）高齢者の相談窓口があるとききましたが、どこにありますか？ 

志津北部 

地域包括支援センター 

志津南部 

地域包括支援センター 

臼井・千代田 

地域包括支援センター 

佐倉 

地域包括支援センター 

南部 

地域包括支援センター 
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地域包括支援センターの紹介 ※お住まいの地区ごとの担当制となっています。 

センター 佐倉市志津北部地域包括支援センター 佐倉市志津南部地域包括支援センター 

お住い

の地域 

上座・小竹・青菅・先崎・井野・井野町・宮ノ台・

ユーカリが丘・南ユーカリが丘・西ユーカリが丘 

上志津・上志津原・下志津・下志津原・中志津・西

志津 

住所 
佐倉市西ユーカリが丘６丁目１２－３ 

（イオンタウンユーカリが丘東街区１階） 

佐倉市上志津１６７２番地７ 志津市民プラ

ザ１階 

電話 043-462-9531  （Fax 043-462-9532） 043-460-7700  （Fax 043-460-7701） 

場所 

 

 
 

センター 佐倉市臼井・千代田地域包括支援センター 佐倉市佐倉地域包括支援センター 

お住い

の地域 

臼井・臼井田・臼井台・江原・江原新田・角来・

印南・八幡台・新臼井田・江原台・王子台・南臼

井台・稲荷台・生谷・畔田・吉見・飯重・羽鳥・

染井野 

田町・海隣寺町・並木町・宮小路町・鏑木町・新

町・裏新町・中尾余町・最上町・弥勒町・野狐台

町・鍋山町・本町・樹木町・将門町・大蛇町・藤

沢町・栄町・城内町・千成・大佐倉・飯田・岩名・

萩山新田・土浮・飯野・飯野町・下根・山崎・上

代・高岡・宮前・白銀・鏑木仲田町 

住所 佐倉市王子台１丁目 23番地 ﾚｲｸﾋﾟｱｳｽｲ 3階 佐倉市宮前３丁目１２番地１ 

電話 043-488-3731  （Fax 043-488-3732） 043-488-5151  （Fax 043-481-0006） 

場所 

 

 
 
センター 佐倉市南部地域包括支援センター 

お住い

の地域 

六崎・寺崎・寺崎北・太田・大篠塚・小篠塚・神門・

木野子・城・石川・馬渡・藤治台・大作・大崎台・

山王・春路・表町・寒風・直弥・上別所・米戸・瓜

坪新田・上勝田・下勝田・八木・長熊・天辺・宮本・

高崎・坪山新田・岩富町・岩富・坂戸・飯塚・内田・

宮内・西御門・七曲 

住所 佐倉市大篠塚 1587南部地域福祉センターB棟 
電話 043-483-5520  （Fax043-483-5521） 

場所 

 

【連絡先】 

高齢者福祉課 

地域支援班    043-484-6343 

包括ケア推進班  043-484-6343 

包括支援班    043-484-6138 

生きがい支援班  043-484-6243 

介護保険課 

介護認定班    043-484-1771 

介護資格保険料班 043-484-6187 

介護給付班    043-484-6174 
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【資料編】  

Ⅰ．地域の要望に関する市役所の主な窓口 

令和８年４月１日現在  

内  容 
 窓  口 電話番号 

ＦＡＸ 部 等 課 等 

要望書の提出先 P.14 企画政策部 秘書課  

市民の声班 

４８４－６１０２ 

FAX484-5151 

集会所の修繕について P.6 市民部 

 

自治人権推進課 

市民活動推進班 

４８４－６１２７ 

FAX484-1677 
掲示板・回覧板について P.7 

市民公益活動補償制度につい

て 

P.10 市民部 

 

自治人権推進課 

市民活動推進班 

４８４－６１２７ 

FAX484-1677 

防犯について P.49~50 危機管理部 

 

危機管理課 

防犯・安全安心対

策班 

４８４－６１６１ 

FAX486-2502 

防災について P.39･40 

P.43~46 

危機管理部 

 

危機管理課 

  防災班 

４８４－６１３１ 

FAX486-2502 

消防団について P.47･48 危機管理部 

 

危機管理課 

   消防班 

４８４－６１３２ 

FAX486-2502 

道路について（路面の破損・U

字溝清掃など） 

P. 19 土木部 道路維持課 

  維持班 

４８４－６１３０ 

FAX486-2505 

道路にかかる枝について（交通

上支障となるもの） 

 土木部 道路維持課 

  維持班 

４８４－６１３０ 

FAX486-2505 

街灯について  土木部 道路維持課 

  事業班 

４８４－６１５２ 

FAX486-2505 

カーブミラーについて P.19・23 土木部 道路維持課 

  事業班 

４８４－６１５２ 

FAX486-2505 

街路樹について P.34 土木部 道路維持課 

  事業班 

４８４－６１５２ 

FAX486-2505 

道路上の放置自転車について  土木部 道路維持課 

  交通班 

４８４－６１５２ 

FAX486-2505 

交通関係について（電柱幕や横

断旗の設置・交換など） 

 土木部 道路維持課 

  交通班 

４８４－６１５２ 

FAX486-2505 

駐輪場について  土木部 道路維持課 

  交通班 

４８４－６１５２ 

FAX486-2505 

公園、緑地の管理について P.26~27 都市部 公園緑地課 

管理班 

４８４－６１６５ 

FAX485-0108 

ごみ集積所について P.30 経済環境部 廃棄物対策課 

リサイクル清掃班 

４８４－６１４９ 

FAX486-2504 

＊民有地間の樹木（枝の張り出し等）については、市では対応できません。

手引き 

ページ 
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Ⅱ．相談・案内窓口一覧  

自治会活動で困ったら… 相談窓口一覧表（自治会の活動に関する窓口） 

内容 場所 相談内容 担当 お問合せ 

市に対するご意

見・要望 

佐倉市役所

１号館 1階 

要望書を提出したい。 

市政に意見を述べたい。 

秘書課  

市民の声班 

☎484-6102 

自治会支援・自治

会活動に関する事

項 

佐倉市役所

４号館３階 

集会所の修繕について相

談したい。 

自治人権推進課 

市民活動推進班 

☎484-6127 

掲示板・回覧板が欲しい。 

市民公益活動補償制度（保

険）の相談 

  

市内の防災・防犯

について 

佐倉市役所

社会福祉セ

ンター３階 

防犯に関する相談 危機管理課 

防犯・安全安心

対策班 

☎484-6161 

防災に関する相談 危機管理課 

防災班 

☎484-6131 

消防団に関する相談 危機管理課 

消防班 

☎484-6132 

道路や交通安全に

ついての相談 

佐倉市役所

２号館２階 

 

道路について（路面の破

損・Ｕ字溝清掃など） 

道路維持課 

維持班 

☎484-6130 

道路にかかる枝について

（交通上支障となるもの） 

カーブミラーについて 道路維持課 

事業班 

☎484-6152 

街灯について 

街路樹について 

交通安全関係について（電

柱幕、横断旗の設置や交換

など） 

道路維持課 

交通班 

☎484-6152 

放置自転車について 

駐輪場について 

公園・緑地につい

ての相談 

佐倉市役所

３号館２階 

公園、緑地の管理について

相談したい。 

公園緑地課 

 

☎484-6165 

ごみや廃棄物につ

いての相談 

佐倉市役所

１号館５階 

ごみ集積所についての相

談・問い合わせ 

廃棄物対策課 

 

☎484-6149 

空き地の雑草など

の相談 

佐倉市役所

１号館５階 

空き地の草刈の相談 生活環境課 

生活環境班 

☎484-6148 

騒音・振動・悪臭

などの相談 

佐倉市役所

１号館５階 

工場、店舗、工事現場等の

騒音、振動、悪臭について

相談したい。 

生活環境課 

環境対策班 

☎484-6098 

空き家についての

相談 

佐倉市役所

３号館２階 

空き家問題や空き家バン

クについて相談したい。 

住宅課 ☎484-6168 
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会員から相談を受けたら… 案内窓口一覧表（相談先の案内情報） 

※ 諸般の事情により、日時等が変更される場合があります。直近の情報は、「こうほう

佐倉」毎月１日号でご確認ください。 

内容 日時 相談内容 場所 お問合せ 

仕事や 
くらしの
相談 
 

(予約制) 
平日午前8時30分～午後5
時15分 

生活全般の相談
（生活困窮、就労
相談、家計改善、
住宅確保、ひきこ
もり、学習支援等） 

佐倉市役所社
会福祉センタ
ー２階（社会福
祉協議会内） 

くらしサポート
センター佐倉 
☎309-5483 

年金相談 
 

毎月第4水曜日 
午後1時30分～午後4時30
分 

社会保険労務士に
よる相談 
※年金定期便また
は振込通知書等持
参 

ミレニアムセ
ンター佐倉 

保険年金課 
☎484-6126 

法律・人
権・行政 
相談 

(予約制) 
毎月3回開催 
午前10時～午後2時 

市民相談員、弁護
士による相談 
 

ミレニアムセ
ンター佐倉も
しくは志津コ
ミュニティセ
ンター 

自治人権推進課 
☎484-6128 
 

司法書士
相談 

原則毎月第2水曜日  
午後6時〜8時 
（受付～午後7時30分） 

少額訴訟・多重債
務・相続・登記 

ミレニアムセ
ンター佐倉 

自治人権推進課 
☎484-6128 

司法書士
の電話 
相談 

毎週月・水曜日 
午後2時〜4時 

相続・登記・日常
生活のトラブル・
債務 

千葉司法書士
会 ☎
0120-971-438 

千葉司法書士会 
☎0120-971-438 

消費生活
相談 

平日 
午前9時〜正午、午後1時～
午後4時 

消費者問題に関す
る相談 

ミレニアムセ
ンター佐倉 
３階 

消費生活 
センター  
☎483-4999 

交通事故
相談 
 

(予約制)  
4月以外の毎月第1・第3水
曜日 午前10時〜午後2時
50分 
※年末年始と祝日を除く 

交通事故に関する
相談 

ミレニアムセ
ンター佐倉 
 

道路維持課 
☎484-6152 
 

心配ごと
相談 

佐倉相談所（毎月月曜日） 
（10時から15時まで。祝日
は休み。） 

悩み事や日常生活
のご相談 
法律相談は毎月第
4月曜日のみ（予約
受付毎月1日午前8
時30分から先着6
名、面接相談のみ） 

佐倉市役所社
会福祉センタ
ー２階 

佐倉市社会福祉
協議会 
☎484-6033 

志津相談所（毎月第1、第3
水曜日）10時から15時ま
で。祝日は休み。） 

悩み事や日常生活
のご相談 

西部地域福祉
センター相談
室 

根郷相談所（毎月第2、第4
金曜日）10時から15時ま
で。祝日は休み。） 

悩み事や日常生活
のご相談 

南部地域福祉
センター相談
室 

精神保健
福祉「相談
会」 
 

（予約制）水金土：午前10
時〜・11時～、午後1時～・
2時～（1回45分）※土曜日
の午後2時の回はありませ
ん 

精神障害に関する
相談 

地域生活支援
センター「レイ
ンボー」及びミ
レニアムセン
ター佐倉ほか 

レインボー  
☎463-1128 
（予約受付： 
午前9時～午後5
時） 

がんばろう！自治会！ ―佐倉市は自治会等の活動を応援します！― 
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佐  倉  市  民  憲  章 

わたくしたちは、 

印旛沼湖畔のきれいな空気と、 

緑と太陽と歴史に恵まれた佐倉市民です。 

全市民は力を合わせて、 

この憲章を守り、 

理想のまちをつくりましょう。 

 

１．私たちは、美しく清潔なまちをつくりましょう。 

１．私たちは、公衆道徳を守り、スポーツを愛し、明るいまちをつくりましょう。 

１．私たちは、歴史や自然を大切にし、おくゆかしいまちをつくりましょう。 

１．私たちは、老人を敬い、子どもを愛し、あたたかいまちをつくりましょう。 

１．私たちは、創意と努力をもって、豊かなまちをつくりましょう。 

 

昭和４５年１２月２３日制定 

 

 

自治会等役員の手引き 

令和８年度 自治会活動Ｑ＆Ａ 

編集・発行：佐倉市市民部自治人権推進課 

〒２８５－８５０１ 佐倉市海隣寺町９７ 

電話（直通） ０４３－４８４－６１２７  

FAX         ０４３－４８４－１６７７ 

E-mail  jichijinken@city.sakura.lg.jp 

 

 

 


